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【条例】豊島区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例（平成25年3月25日条例第12号） 

（改正 平成 27年 3月 20日条例第 16号） 

（改正 平成 28年 3月 18日条例第 16号） 

（改正 平成 30年 3月 27日条例第 19号） 

（改正 平成 30年 7月 10日条例第 39号） 

（改正 令和元年 7月 9日条例第 2号） 

（改正 令和 3年 3月 24日条例第 3号） 

（改正 令和 6年 3月 27日条例第 18号） 

【規則】豊島区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例施行規則（平成25年3月25日規則第20号） 

                                            （改正 平成28年9月2日規則第129号） 

                                            （改正 平成30年3月30日規則第41号） 

【要領】豊島区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例施行要領（平成 27年 9月 16日部長決裁 27豊保介発第 1642号） 

                                            （改正 平成 28年 3月 30日部長決裁 27豊保介発第 3499号） 

                                            （改正 平成 28年 8月 30日部長決裁 28豊保介発第 1288号） 

                                            （改正 平成 30年 6月 25日部長決裁 30豊保介発第 1020号） 

                                            （改正 平成 30年 8月 1日部長決裁 30豊保介発第 1489号） 

                                            （改正 平成 31年 2月 14日部長決裁 30豊保介発第 3628号） 

（改正 平成 31年 4月 11日部長決裁 31豊保介発第 96号） 

（改正 令和 3年 8月 30日部長決裁 3豊保介発第 1550号） 

（改正 令和 6年 7月 26日部長決定 6豊祉介発第 1238号） 

条例 規則 要領 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第１節 基本方針等（第５条・第６条） 

第２節 人員に関する基準（第７条・第８条） 

第３節 設備に関する基準（第９条） 
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第４節 運営に関する基準（第10条―第43条） 

第５節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の人員及び運営に関する基準

の特例（第44条・第45条） 

第３章 夜間対応型訪問介護 

第１節 基本方針等（第46条・第47条） 

第２節 人員に関する基準（第48条・第49条） 

第３節 設備に関する基準（第50条） 

第４節 運営に関する基準（第51条―第60条） 

第３章の２ 地域密着型通所介護 

第１節 基本方針（第60条の２） 

第２節 人員に関する基準（第60条の３・第60

条の４） 

第３節 設備に関する基準（第60条の５） 

第４節 運営に関する基準（第60条の６―第60

条の20） 

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基

準（第60条の20の２・第60条の20の

３） 

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並

びに人員、設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第60条

の21・第60条の22） 

第２款 人員に関する基準（第60条の23・第
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60条の24） 

第３款 設備に関する基準（第60条の25・第

60条の26） 

第４款 運営に関する基準（第60条の27―第

60条の38） 

第４章 認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針（第61条） 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及

び併設型指定認知症対応型通所介護

（第62条―第64条） 

第２款 共用型指定認知症対応型通所介護

（第65条―第67条） 

第３節 運営に関する基準（第68条―第81条） 

第５章 小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針（第82条） 

第２節 人員に関する基準（第83条―第85条） 

第３節 設備に関する基準（第86条・第87条） 

第４節 運営に関する基準（第88条―第109

条） 

第６章 認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針（第110条） 

第２節 人員に関する基準（第111条―第113

条） 
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第３節 設備に関する基準（第114条） 

第４節 運営に関する基準（第115条―第129

条） 

第７章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針（第130条） 

第２節 人員に関する基準（第131条・第132

条） 

第３節 設備に関する基準（第133条） 

第４節 運営に関する基準（第134条―第150

条） 

第８章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護 

第１節 基本方針（第151条） 

第２節 人員に関する基準（第152条） 

第３節 設備に関する基準（第153条） 

第４節 運営に関する基準（第154条―第178

条） 

第５節 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設の基本方針並びに設備及び運営

に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第179

条・第180条） 

第２款 設備に関する基準（第181条） 

第３款 運営に関する基準（第182条―第190
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条） 

第９章 看護小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針（第191条） 

第２節 人員に関する基準（第192条―第194

条） 

第３節 設備に関する基準（第195条・第196

条） 

第４節 運営に関する基準（第197条―第203

条） 

第10章 事業者の指定に関する基準（第204条―

第206条） 

第11章 雑則（第207条・第208条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第

123号。以下「法」という。）第78条の２第１項

及び第４項第１号、第78条の２の２第２項並びに

第78条の４第１項、第４項第１号、第78条の４第

１項及び第２項の規定に基づき、豊島区（以下

「区」という。）の指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備、運営等の基準を定めるものとす

る。 

（平30条例19・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、豊島区指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条

例（平成25年豊島区条例第12号。以下「条例」と

いう。）の施行について必要な事項を定めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一 条例等の性格 

１ 条例等は、指定地域密着型サービスの事業及

び指定地域密着型介護予防サービスの事業がそ

の目的を達成するために必要な最低限度の基準

を定めたものであり、指定地域密着型サービス

事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事

業者は、常にその事業の運営の向上に努めなけ

ればならないこと。 

２ 指定地域密着型サービスの事業を行う者又は 

行おうとする者、若しくは指定地域密着型介護
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予防サービスの事業を行う者又は行おうとする

者が満たすべき基準等を満たさない場合には、

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介

護予防サービスの指定又は更新は受けられず、

また、基準に違反することが明らかになった場

合には、①相当の期間を定めて基準を遵守する

勧告を行い、②相当の期間内に勧告に従わなか

ったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当

該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由

がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったと

きは、相当の期間を定めて当該勧告に係る措置

をとるよう命令することができるものであるこ

と。ただし、③の命令をした場合には事業者

名、命令に至った経緯等を公表しなければなら

ない。なお、③の命令に従わない場合には、当

該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に

相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の

効力を停止すること（不適正なサービスが行わ

れていることが判明した場合、当該サービスに

関する介護報酬の請求を停止させること。）が

できる。ただし、次に掲げる場合には、基準に

従った適正な運営ができなくなったものとし

て、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部

若しくは一部の効力を停止することができるも
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のであること。 

  ① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利 

益を図るために基準に違反したとき 

   イ 指定地域密着型サービス及び指定地域密 

着型介護予防サービスの提供に際して利用

者が負担すべき額の支払を適正に受けなか

ったとき 

   ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対

し、利用者に対して特定の事業者によるサ

ービスを利用させることの代償として、金

品その他の財産上の利益を供与したとき 

   ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者か

ら、事業所の退居者を紹介することの対償

として、金品その他の財産上の利益を収受

したとき 

  ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼ 

すおそれがあるとき 

  ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基 

準違反があったとき 

 ３ 特に、指定地域密着型サービスの事業及び指 

定地域密着型介護予防サービスの事業の多くの 

分野においては、基準に合致することを前提に 

自由に事業への参入を認めていること等にかん 

がみ、基準違反に対しては、厳正に対応すべき 
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であること。 

 

第二 総論 

 １ 事業者指定の単位について 

   事業者の指定は、原則としてサービス提供の 

拠点ごとに行うものとするが、例外的に、待機 

や道具の保管、着替え等を行う出張所等であっ 

て、次の要件を満たすものについては、一体的 

なサービス提供の単位として「事業所」に含め 

て指定することができる取扱いとする。 

  ① 利用申込みに係る調整、サービス提供状況 

の把握、職員に対する技術指導等が一体的に 

行われること。 

  ② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管 

理されること。必要な場合に随時、主たる事 

業所や他の出張所等との間で相互支援が行え 

る体制（例えば、当該出張所等の従業者が急 

病等でサービスの提供ができなくなった場合 

に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣で 

きるような体制）にあること。 

  ③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な 

対応ができる体制にあること。 

  ④ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時 

間、利用料等を定める同一の運営規程が定め 
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（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 地域密着型サービス事業者 法第８条第14項

に規定する地域密着型サービス事業を行う者を

いう。 

(2) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域

密着型サービス それぞれ法第42条の２第１項

に規定する指定地域密着型サービス事業者又は

指定地域密着型サービスをいう。 

(3) 利用料 法第42条の２第１項に規定する地域

密着型介護サービス費の支給の対象となる費用

に係る対価をいう。 

(4) 地域密着型介護サービス費用基準額 法第42

条の２第２項各号に規定する厚生労働大臣が定

める基準により算定した費用の額（その額が現

に当該指定地域密着型サービスに要した費用の

額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サ

ービスに要した費用の額とする。）をいう。 

 

 

 

 

（用語） 

第２条 この規則で使用する語は、条例で使用する

用語の例による。 

（平30規則41・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

られること。 

  ⑤ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等によ 

る職員管理が一元的に行われること。 

 

２ 用語の定義 

   地域密着型条例第２条において、一定の用語 

についてその定義を明らかにしているところで

あるが、以下は、同条に定義が置かれている用

語について、その意味をより明確なものとする

とともに、地域密着型条例中に用いられている

用語であって、定義規定が置かれていないもの

の意味を明らかにするものである。 

（１）「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当

該事業所において常勤の従業者が勤務すべ

き時間数（32時間を下回る場合は 32時間

を基本とする。）で除することにより、当

該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の

員数に換算する方法をいうものである。こ

の場合の勤務延時間数は、当該事業所の指

定に係る事業のサービスに従事する勤務時

間の延べ数であり、例えば、指定小規模多

機能型居宅介護事業所と指定認知症対応型

共同生活介護事業所を併設している場合で
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(5) 法定代理受領サービス 法第42条の２第６項

の規定により地域密着型介護サービス費が利用

者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者

に支払われる場合の当該地域密着型介護サービ

ス費に係る指定地域密着型サービスをいう。 

(6) 共生型地域密着型サービス 法第78条の２の

２第１項の申請に係る法第42条の２第１項本文

の指定を受けた者による指定地域密着型サービ

スをいう。 

(7) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延

時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤

務すべき時間数で除することにより、当該事業

所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算

する方法をいう。 

(8) 電子情報処理組織 指定地域密着型サービス

事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者

又はその家族の使用に係る電子計算機を電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

（平30条例19・令６条例18・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あって、ある従業者が指定小規模多機能型

居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護

従業者と指定認知症対応型共同生活介護事

業所の介護従業者を兼務する場合、指定小

規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機

能型居宅介護従業者の勤務延時間数には、

指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規

模多機能型居宅介護従業者としての勤務時

間だけを算入することとなるものであるこ

と。 

ただし、雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に

規定する措置（以下「母性健康管理措置」

という。）又は育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１

項、同条第３項又は同法第 24 条に規定す

る所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚

生労働省「事業場における治療と仕事の両

立支援のためのガイドライン」に沿って事

業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮

措置（以下「育児、介護及び治療のための
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所定労働時間の短縮等の措置」という。）

が講じられている場合、30 時間以上の勤

務で、常勤換算方法での計算に当たり、常

勤の従業者が勤務すべき時間数を満たした

ものとし、１として取り扱うことを可能と

する。 

  （２）「勤務延時間数」 

     勤務表上、当該事業に係るサービスの提 

供に従事する時間又は当該事業に係るサー

ビスの提供のための準備等を行う時間（待

機の時間を含む。）として明確に位置付け

られている時間の合計数とする。なお、従

業者一人につき、勤務延時間数に算入する

ことができる時間数は、当該事業所におい

て常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を

上限とすること。 

  （３）「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事

業所において定められている常勤の従業者

が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合

は 32時間を基本とする。）に達しているこ

とをいうものである。ただし、母性健康管

理措置又は育児、介護及び治療のための所

定労働時間の短縮等の措置が講じられてい
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る者については、利用者の処遇に支障がな

い体制が事業所として整っている場合は、

例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数

を 30時間として取り扱うことを可能とす

る。 

同一の事業者によって当該事業所に併設

される事業所（同一敷地内に所在する又は

道路を隔てて隣接する事業所をいう。ただ

し、管理上支障がない場合は、その他の事

業所を含む。）の職務であって、当該事業

所の職務と同時並行的に行われることが差

し支えないと考えられるものについては、

それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従

業者が勤務すべき時間数に達していれば、

常勤の要件を満たすものであることとす

る。例えば、１の事業者によって行われる

指定認知症対応型通所介護事業所と指定認

知症対応型共同生活介護事業所が併設され

ている場合、指定認知症対応型通所介護事

業所の管理者と指定認知症対応型共同生活

介護事業所の管理者を兼務している者は、

その勤務時間の合計が所定の時間に達して

いれば、常勤要件を満たすこととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設け
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られている場合、従事者が労働基準法（昭

和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定す

る休業（以下「産前産後休業」とい

う。）、母性健康管理措置、育児・介護休

業法第２条第１号に規定する育児休業（以

下「育児休業」という。）、同条第２号に

規定する介護休業（以下「介護休業」とい

う。）、同法第 23 条第２項の育児休業に

関する制度に準ずる措置又は同法第 24 条

第１項（第２号に係る部分に限る。）の規

定により同項第２号に規定する育児休業に

関する制度に準じて講ずる措置による休業

（以下「育児休業に準ずる休業」とい

う。）を取得中の期間において、当該人員

基準において求められる資質を有する複数

の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に

換算することにより、人員基準を満たすこ

とが可能であることとする。 

  （４）「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じ

て当該サービス以外の職務に従事しないこ

とをいうものである。この場合のサービス

提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所

における勤務時間をいうものであり、当該
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従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

  （５）「前年度の平均値」 

    ① 地域密着型条例第 83条第２項（指定 

小規模多機能型居宅介護に係る小規模多 

機能型居宅介護従業者の員数を算定する

場合の利用者の数の算定方法）、第 111

条第２項（指定認知症対応型共同生活介

護に係る介護従業者の員数を算定する場

合の利用者の数の算定方法）、第 131条

第２項（指定地域密着型特定施設入居者

生活介護に係る看護職員又は介護職員の

員数を算定する場合の利用者の数の算定

方法）、第 152条第２項（指定地域密着

型介護老人福祉施設における介護職員又

は看護職員の員数を算定する場合の入所

者の数の算定方法）及び第 192条第２項

（指定看護小規模多機能型居宅介護に係

る看護小規模多機能型居宅介護従業者の

員数を算定する場合の利用者の数の算定

方法）における「前年度の平均値」は、

当該年度の前年度（毎年４月１日に始ま

り翌年３月 31日をもって終わる年度と

する。以下同じ。）の平均を用いる。こ

の場合、利用者数等の平均は、前年度の
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全利用者等の延数を当該前年度の日数で

除して得た数とする。この平均利用者数

等の算定に当たっては、小数点第２位以

下を切り上げるものとする。 

    ② 新たに事業を開始し、若しくは再開

し、又は増床した事業者又は施設におい

ては、新設又は増床分のベッドに関して

は、前年度において１年未満の実績しか

ない場合（前年度の実績が全くない場合

を含む。）の利用者数等は、新設又は増床

の時点から６月未満の間は、便宜上、ベ

ッド数（指定小規模多機能型居宅介護に

係る小規模多機能型居宅介護従業者又は

指定看護小規模多機能型居宅介護に係る

看護小規模多機能型居宅介護従業者の員

数を算定する場合は通いサービスの利用

定員）の 90％を利用者数等とし、新設又

は増床の時点から６月以上１年未満の間

は、直近の６月における全利用者等の延

数を６月間の日数で除して得た数とし、

新設又は増床の時点から１年以上経過し

ている場合は、直近１年間における全利

用者等の延数を１年間の日数で除して得

た数とする。また、減床の場合には、減
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床後の実績が３月以上あるときは、減床

後の利用者数等の延数を延日数で除して

得た数とする。ただし、地域密着型特定

施設入居者生活介護及び地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護について

は、これらにより難い合理的な理由があ

る場合には、他の適切な方法により利用

者数を推定するものとする。 

      なお、小規模多機能型居宅介護又は複

合型サービスに係る指定の申請時におい

て通いサービスを行うために確保すべき

小規模多機能型居宅介護従業者又は看護

小規模多機能型居宅介護従業者の員数

は、基本的には通いサービスの利用定員

の 90％を基に算定すべきであるが、小規

模多機能型居宅介護又は看護小規模多機

能型居宅介護のサービス内容や報酬に照

らして定員相当の利用者が集まるまでに

時間を要することも考慮し、当面、新設

の時点から６月未満の間は、３以上の数

で、指定の際に事業者からあらかじめ届

け出られた利用者見込数を前提に算定す

ることとして差し支えない。この場合に

おいて、届け出られた通いサービスの利
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用者見込数を超える状況となれば、事業

者は届出内容を変更する必要がある。 

３ 指定地域密着型サービスと指定地域密着型介

護予防サービスの一体的運営等について 

   指定地域密着型サービスに該当する各事業を

行う者が、指定地域密着型介護予防サービスに

該当する各事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定地域密着型サービスの各事業と指定地域密

着型介護予防サービスの各事業とが同じ事業所

で一体的に運営されている場合については、介

護予防における各基準を満たすことによって、

基準を満たしているとみなすことができるとさ

れたが、その意義は次のとおりである。 

   小規模多機能型居宅介護においては、指定地

域密着型サービスにおいても、指定地域密着型

介護予防サービスにおいても、夜間及び深夜の

時間帯以外の時間帯には、常勤換算方法で、介

護従業者を通いサービスの利用者の数が３又は

その端数を増すごとに１以上、訪問サービスの

提供に当たる介護従業者を１以上配置しなけれ

ばならないとされているが、例えば、通いサー

ビスの利用者について、要介護の利用者が 11

人、要支援の利用者が４人である場合、それぞ

れが独立して基準を満たすためには、指定小規
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模多機能型居宅介護事業所にあっては、通いサ

ービスの提供に当たる介護従業者を４人、訪問

サービスの提供に当たる介護従業者を１人配置

することが必要となり、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては、通いサービ

スの提供に当たる介護従業者を２人、訪問サー

ビスの提供に当たる介護従業者を１人配置する

ことが必要となるが、一体的に事業を行ってい

る場合については、それぞれの事業所におい

て、要介護の利用者と要支援の利用者とを合算

し、利用者を15人とした上で、通いサービスの

提供に当たる介護従業者を５人、訪問サービス

の提供に当たる介護従業者を１人配置すること

によって、双方の基準を満たすこととするとい

う趣旨である。 

   設備、備品についても同様であり、例えば、

利用定員10人の単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業所においては、食堂及び機能訓

練室の合計面積は 10人×３㎡＝30㎡を確保する

必要があるが、この10人に単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用者

も含めてカウントすることにより、実態とし

て、要介護者８人、要支援者２人であっても、

要介護者７人、要支援者３人であっても、合計
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（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

第３条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者

の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に

立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密

着型サービスの事業を運営するに当たっては、地

域との結び付きを重視し、区、他の地域密着型サ

ービス事業者又は居宅サービス事業者（居宅サー

ビス事業を行う者をいう。以下同じ。）その他の

保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者

との連携に努めなければならない。 

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人

権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整

備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実

施する等の措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で30平方メートルが確保されていれば、基準を

満たすこととするという趣旨である。 

   なお、指定地域密着型サービスと指定地域密

着型介護予防サービスを同一の拠点で行う場合

であっても、一体的に行わないで、完全に体制

を分離して行う場合にあっては、人員について

も設備、備品についてもそれぞれが独立して基

準を満たす必要があるので留意されたい。 
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４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密

着型サービスを提供するに当たっては、法第118

条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その

他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう

努めなければならない。 

（令３条例３・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（暴力団の排除） 

第４条 指定地域密着型サービス事業者及びその役

員等は、豊島区暴力団排除条例（平成23年豊島区

条例第26号）第２条第１号から第３号までに規定

する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者（以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三の一の４ 

４ 運営に関する基準 

  （１）介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサ

イクルの推進について 

地域密着型条例第３条第４項は、指定地

域密着型サービスの提供に当たっては、法

第118条の２第１項に規定する介護保険等

関連情報等を活用し、事業所単位でＰＤＣ

Ａサイクルを構築・推進することにより、

提供するサービスの質の向上に努めなけれ

ばならないこととしたものである。 

この場合において、「科学的介護情報シ

ステム（ＬＩＦＥ：Long-termcare 

Information system For Evidence）」に

情報を提出し、当該情報及びフィードバッ

ク情報を活用することが望ましい（この点

については、以下の他のサービス種類につ

いても同様とする。）。 
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「暴力団員等」という。）であってはならない。 

２ 指定地域密着型サービス事業を行う事業所及び

施設は、その運営について、暴力団員等の支配を

受けてはならない。 

 

 

第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第１節 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡

回・随時対応型訪問介護看護（以下「指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護」という。）の事業

は、要介護状態となった場合においても、その利

用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報

によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食

事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の

安心してその居宅において生活を送ることができ

るようにするための援助を行うとともに、その療

養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指す

ものでなければならない。 

 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三 地域密着型サービス 

 一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 １ 基本方針 

  （１）基本方針（地域密着型条例第５条） 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

は、定期的な巡回又は随時通報によりその

者の居宅を訪問し、その利用者が尊厳を保

持し、可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、入浴、排せつ、食事等

の介護、日常生活上の緊急時の対応その他

の安心してその居宅において生活を送るこ

とができるようにするための援助を行い、

その療養生活を支援し、心身の機能の維持

回復を目指すものである。 

 

 

 

（２）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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第６条 前条に規定する援助等を行うため、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次

の各号に掲げるサービスを提供するものとする。 

 

 

 

 

(1) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第

８条第２項に規定する政令で定める者（介護保

険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下

「施行規則」という。）第22条の23第１項に規

定する介護職員初任者研修課程を修了した者に

限る。）をいう。以下この章において同じ。）

が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常

生活上の世話（以下この章において「定期巡回

サービス」という。） 

 

(2) あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境等を把握した上で、随時、利用者又

はその家族等からの通報を受け、通報内容等を

基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若

しくは看護師等（保健師、看護師、准看護師、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域密着型条例第６条） 

     指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

は、定期巡回サービス、随時対応サービス 

及び随時訪問サービス並びに訪問看護サー 

ビスを適宜適切に組み合わせて、利用者に 

とって必要なサービスを必要なタイミング 

で提供し、総合的に利用者の在宅生活の継 

続を支援するものである。 

① 定期巡回サービスについて、「定期

的」とは原則として１日複数回の訪問を

行うことを想定しているが、訪問回数及

び訪問時間等については適切なアセスメ

ント及びマネジメントに基づき、利用者

との合意の下に決定されるべきものであ

り、利用者の心身の状況等に応じて訪問

を行わない日があることを必ずしも妨げ

るものではないこと。また、訪問時間に

ついては短時間に限らず、必要なケアの

内容に応じ柔軟に設定すること。 

    ② 随時対応サービスについては、利用者

のみならず利用者の家族等からの在宅介

護における相談等にも適切に対応するこ

と。また、随時の訪問の必要性が同一時

間帯に頻回に生じる場合には、利用者の
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理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をい

う。以下この章において同じ。）による対応の

要否等を判断するサービス（以下この章におい

て「随時対応サービス」という。） 

 

 

(3) 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判

断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪

問して行う日常生活上の世話（以下この章にお

いて「随時訪問サービス」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 法第８条第15項第１号に該当する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護

師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世

話又は必要な診療の補助（以下この章において

「訪問看護サービス」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心身の状況を適切に把握し、定期巡回サ

ービスに組み替える等の対応を行うこ

と。なお、通報の内容によっては、必要

に応じて看護師等からの助言を得る等、

利用者の生活に支障がないよう努めるこ

と。 

    ③ 随時訪問サービスについては、随時の

通報があってから、概ね30分以内の間に

駆けつけられるような体制確保に努める

こと。なお、同時に複数の利用者に対し

て随時の訪問の必要性が生じた場合の対

応方法についてあらかじめ定めておくと

ともに、適切なアセスメントの結果に基

づき緊急性の高い利用者を優先して訪問

する場合があり得ること等について、利

用者に対する説明を行う等あらかじめサ

ービス内容について理解を得ること。 

    ④ 訪問看護サービスについては、医師の

指示に基づき実施されるものであり、全

ての利用者が対象となるものではないこ

と。また、訪問看護サービスには定期的

に行うもの及び随時行うもののいずれも

含まれること。 

    ⑤ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
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護事業所が指定訪問介護、指定訪問看護

及び指定夜間対応型訪問介護に係る指定

を併せて受けることは差し支えない。 

⑥ １の指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所は１の事務所であることが

原則であるが、地域の実情に応じて、第

二の１に規定する一体的なサービス提供

の単位として、本体となる事務所と別の

事務所（以下この号において「サテライ

ト拠点」という。）を併せて指定を行う

ことは差し支えない。例えば事業の実施

圏域が広範にわたる場合に、定期巡回サ

ービスや随時訪問サービスについて、利

用者のニーズに即応できる体制を確保

し、より効率的に行うため、本体となる

事務所との緊密な連携を確保した上で、

定期巡回サービス及び随時訪問サービス

を行うサテライト拠点を置くことが想定

されるものである。また、隣接する複数

の市町村（特別区を含む。以下同じ。）

で１の事業所がそれぞれの市町村から指

定を受ける場合においては、１の市町村

に随時対応サービスを行う拠点がある場

合は、別の市町村の区域内に随時対応サ
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第２節 人員に関する基準 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員

数） 

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

事業を行う者（以下「指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所」という。）ごとに置くべき従業

者（以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」という。）の職種及び員数は、次のとおり

とする。 

(1) オペレーター（随時対応サービスとして、利

用者又はその家族等からの通報に対応する定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。

以下この章において同じ。） 指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯（以

下この条において「提供時間帯」という。）を

通じて１以上確保されるために必要な数以上 

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通

事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定

期巡回サービスを提供するために必要な数以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ービスを行う拠点がないことは差し支え

ないものである。 

 

２ 人員に関する基準 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数（地域密着型条例第７条） 

    ① オペレーター 

イ オペレーターは看護師、介護福祉

士、医師、保健師、准看護師、社会福

祉士又は介護支援専門員でなければな

らない。ただし、当該オペレーターが

オペレーターとして勤務する時間以外

の時間帯において、当該オペレーター

又は指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の看護師等との緊密な連

携を確保することにより、利用者から

の通報に適切に対応できると認められ

る場合は、サービス提供責任者として

１年以上（介護職員初任者研修課程修

了者及び旧訪問介護職員養成研修２級

修了者にあっては、３年以上）従事し

た者をオペレーターとして充てること

ができることとしている。この場合、

「１年以上（３年以上）従事」とは単
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(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供

時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当

たる訪問介護員等が１以上確保されるために必

要な数以上 

(4) 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げ

る職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数 

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この章

において「看護職員」という。） 常勤換算

方法で2.5以上 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の実情に応じた適当数 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚

生労働大臣が定める者（以下この章において「看

護師、介護福祉士等」という。）をもって充てな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支障が

ない場合であって、提供時間帯を通じて、看護

師、介護福祉士等又は第１項第４号アの看護職員

との連携を確保しているときは、サービス提供責

任者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。

以下「指定居宅サービス等基準」という。）第５

条第２項のサービス提供責任者をいう。以下同

じ。）の業務に１年以上（特に業務に従事した経

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なる介護等の業務に従事した期間を含

まず、サービス提供責任者として任用

されていた期間を通算したものである

こと。 

     ロ オペレーターは提供時間帯を通じて

１以上配置している必要があるが、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所に常駐している必要はなく、定

期巡回サービスを行う訪問介護員等に

同行し、地域を巡回しながら利用者か

らの通報に対応することも差し支えな

い。また、午後６時から午前８時まで

の時間帯については、ＩＣＴ等の活用

により、事業所外においても、利用者

情報（具体的なサービスの内容、利用

者の心身の状況や家族の状況等）の確

認ができるとともに、電話の転送機能

等を活用することにより、利用者から

のコールに即時にオペレーターが対応

できる体制を構築し、コール内容に応

じて、必要な対応を行うことができる

と認められる場合は、必ずしも事業所

内で勤務する必要はない。さらに、サ

テライト拠点を有する指定定期巡回・
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験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものに

あっては、３年以上）従事した経験を有する者を

もって充てることができる。 

３ オペレーターのうち１人以上は、常勤の看護

師、介護福祉士等でなければならない。 

４ オペレーターは、専らその職務に従事する者で

なければならない。ただし、利用者の処遇に支障

がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪

問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業

所（指定居宅サービス等基準第５条第１項に規定

する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）、

指定訪問看護事業所（指定居宅サービス等基準第

60条第１項に規定する指定訪問看護事業所をい

う。）若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所

（第48条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介

護事業所をいう。以下この条において同じ。）の

職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける

業務に従事することができる。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等があ

る場合において、当該施設等の入所者等の処遇に

支障がない場合は、前項本文の規定にかかわら

ず、当該施設等の職員をオペレーターとして充て

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随時対応型訪問介護看護事業所におい

ては、本体となる事務所及びサテライ

ト拠点のいずれかにおいて常時１以上

のオペレーターが配置されていれば基

準を満たすものである。なお、サービ

ス利用の状況や利用者数及び業務量を

考慮し適切な員数の人員を確保するも

のとする。 

     ハ オペレーターは、原則として利用者

からの通報を受ける業務に専従する必

要があるが、利用者の処遇に支障がな

い場合は、定期巡回サービス及び訪問

看護サービス並びに同一敷地内の指定

訪問介護事業所、指定訪問看護事業所

並びに指定夜間対応型訪問介護事業所

の職務に従事することができること。

なお、当該オペレーターが、定期巡回

サービスに従事している等、利用者の

居宅においてサービスの提供を行って

いるときであっても、当該オペレータ

ーが利用者からの通報を受けることが

できる体制を確保している場合は、当

該時間帯におけるオペレーターの配置

要件を併せて満たすものであること。
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ることができる。 

(1) 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サー

ビス等基準第121条第１項に規定する指定短期

入所生活介護事業所をいう。第48条第４項第１

号及び第152条第12項において同じ。） 

(2) 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サー

ビス等基準第142条第１項に規定する指定短期

入所療養介護事業所をいう。第48条第４項第２

号において同じ。） 

(3) 指定特定施設（指定居宅サービス等基準第

174条第１項に規定する指定特定施設をいう。

第48条第４項第３号において同じ。） 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（第83条

第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護

事業所をいう。第48条第４項第４号において同

じ。） 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所（第

111条第１項に規定する指定認知症対応型共同

生活介護事業所をいう。第48条第４項第５号、

第65条第１項、第66条第１項、第83条第６項、

第84条第３項及び第85条において同じ。） 

(6) 指定地域密着型特定施設（第130条第１項に

規定する指定地域密着型特定施設をいう。第48

条第４項第６号、第65条第１項、第66条第１項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、利用者以外の者からの通報を受

け付ける業務に従事することができる

こととしているが、これは、例えば、

豊島区（以下「区」という。）が地域

支援事業の任意事業において、家庭内

の事故等による通報に、夜間を含めた

365日 24時間の随時対応ができる体

制を整備する事業を行っている場合、

その通報を受信するセンターと指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の設備の共用が可能であり、オペレ

ーターは、この区が行う事業の受信セ

ンター職員が行う業務に従事すること

ができるということである。 

     ニ オペレーターのうち１名以上は、常

勤の看護師、介護福祉士、医師、保健

師、准看護師、社会福祉士又は介護支

援専門員でなければならないとしてい

るが、同一敷地内の指定訪問介護事業

所及び指定訪問看護事業所並びに指定

夜間対応型訪問介護事業所の職務につ

いては、オペレーターと同時並行的に

行われることが差し支えないと考えら

れるため、これらの職務に従事してい
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及び第83条第６項において同じ。） 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設（第151条

第１項に規定する指定地域密着型介護老人福祉

施設をいう。第48条第４項第７号、第65条第１

項、第66条第１項及び第83条第６項において同

じ。） 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（第

192条第１項に規定する指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。第48条第４項第８号

及び第５章から第８章までにおいて同じ。） 

(9) 指定介護老人福祉施設 

(10) 介護老人保健施設 

(11) 健康保険法等の一部を改正する法律（平成

18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規

定によりなおその効力を有するものとされた同

法第26条の規定による改正前の介護保険法（以

下「平成18年旧介護保険法」という。）第48条

第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施

設（以下「指定介護療養型医療施設」とい

う。） 

(11) 介護医療院 

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら

当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなけれ

ばならない。ただし、利用者の処遇に支障がない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た場合も、常勤の職員として取り扱う

ことができること。 

     ホ オペレーターは、随時訪問サービス

を行う訪問介護員等として従事するこ

とができること。なお、地域密着型条

例第７条第７項における「利用者に対

する随時対応サービスの提供に支障が

ない場合」とは、ＩＣＴ等の活用によ

り、事業所外においても、利用者情報

（具体的なサービスの内容、利用者の

心身の状況や家族の状況等）の確認が

できるとともに、電話の転送機能等を

活用することにより、利用者からのコ

ールに即時にオペレーターが対応でき

る体制を構築し、コール内容に応じ

て、必要な対応を行うことができると

認められる場合であること。 

     ヘ 地域密着型条例第７条第５項各号に

掲げる施設等の入所者等の処遇に支障

がないと認められる場合に、当該施設

等の職員（イの要件を満たす職員に限

る。）をオペレーターとして充てるこ

とができることとしていること。ま

た、当該オペレーターの業務を行う時
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場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内に

ある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型

訪問介護事業所の職務に従事することができる。 

７ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に

支障がない場合は、第４項本文及び前項の規定に

かかわらず、オペレーターは、随時訪問サービス

に従事することができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サー

ビスに従事している場合において、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に

対する随時訪問サービスの提供に支障がないとき

は、第１項の規定にかかわらず、随時訪問サービ

スを行う訪問介護員等を置かないことができる。 

９ 看護職員のうち１人以上は、常勤の保健師又は

看護師（第26条第１項及び第27条において「常勤

看護師等」という。）でなければならない。 

10 看護職員のうち１人以上は、提供時間帯を通じ

て、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者との連絡体制が確保された者でなければならな

い。 

11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間帯について、当該施設等に勤務して

いるものとして取扱うことができるこ

と。ただし、当該職員が定期巡回サー

ビス、随時訪問サービス又は訪問看護

サービスに従事する場合は、当該勤務

時間を当該施設等の勤務時間には算入

できない（オペレーターの配置につい

ての考え方についてはハと同様）た

め、当該施設等における最低基準（当

該勤務を行うことが介護報酬における

加算の評価対象となっている場合は、

当該加算要件）を超えて配置している

職員に限られることに留意すること。 

② 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 

      定期巡回サービスを行う訪問介護員等

の員数については、必要な数としている

が、サービス利用の状況や利用者数及び

業務量を考慮し適切な員数の人員を確保

するものとする。 

    ③ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 

     イ 随時訪問サービスを行う訪問介護員

等は当該職務に専従し、かつ、提供時

間帯を通じて１以上配置している必要

があるが、定期巡回サービス及び同一
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所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者であって看護師、介護福祉士等であるも

ののうち１人以上を、利用者に対する第27条第１

項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画の作成に従事する者（以下この章において

「計画作成責任者」という。）としなければなら

ない。 

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準

第60条第１項に規定する指定訪問看護事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指

定訪問看護（指定居宅サービス等基準第59条に規

定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合に、指定居宅サービス等基準第60条第１項

第１号イに規定する人員に関する基準を満たすと

き（同条第５項の規定により同条第１項第１号イ

及び第２号に規定する基準を満たしているものと

みなされているとき及び第192条第14項の規定に

より同条第４項に規定する基準を満たしているも

のとみなされているときを除く。）は、当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第

１項第４号アに規定する基準を満たしているもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内の指定訪問介護事業所並びに指

定夜間対応型訪問介護事業所の職務に

従事することができることとしている

ほか、オペレーターが当該業務に従事

することも差し支えないこと。また、

午後６時から午前８時までの時間帯に

ついては、利用者からの連絡を受けた

後、事業所から利用者宅へ訪問するの

と同程度の対応ができるなど、随時訪

問サービスの提供に支障がない体制が

整備されているのであれば、必ずしも

事業所内で勤務する必要はない。さら

に、サテライト拠点を有する指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

においては、本体となる事務所及びサ

テライト拠点のいずれかにおいて、事

業所として必要とされる随時訪問サー

ビスを行う訪問介護員等が配置されて

いれば基準を満たすものである。な

お、サービス利用の状況や利用者数及

び業務量を考慮し適切な員数の人員を

確保するものとする。 

     ロ 看護師等の資格を有している者につ

いては、「介護員養成研修の取扱細則
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とみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

について（介護職員初任者研修関

係）」（平成 24年３月 28日老振発

0328第９号厚生労働省老健局振興課

長通知）により、定期巡回サービス又

は随時訪問サービスを行う訪問介護員

等の業務に従事することを認めてい

る。なお、看護師の資格を有する者を

訪問介護員等として雇用する場合は、

訪問介護員等として雇用されているた

め、保健師助産師看護師法に規定され

ている診療の補助及び療養上の世話の

業務（社会福祉士及び介護福祉士法

（昭和 62年法律第 30号）の規定に基

づく、自らの事業又はその一環とし

て、たんの吸引等（口腔内の喀痰吸

引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニュー

レ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうに

よる経管栄養又は経鼻経管栄養をい

う。以下同じ。）の業務を行うための

登録を受けている事業所において実施

されるたんの吸引等の業務を除く。）

を行うものではないこと。 

    ④ 訪問看護サービスを行う看護師等 

     イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護
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看護事業所における保健師、看護師又

は准看護師（以下この号において「看

護職員」という。）の員数については

常勤換算方法で 2.5人以上としている

が、これについては職員の支援体制等

を考慮した最小限の員数として定めら

れたものであり、サービス利用の状況

や利用者数及び業務量を考慮し適切な

員数の人員を確保すること。 

     ロ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護

職員についての勤務延時間数の算定に

ついては、次のとおりの取扱いとす

る。 

ａ 勤務日及び勤務時間が不定期な看

護職員によるサービス提供の実績が

ある事業所における、勤務日及び勤

務時間が不定期な看護職員１人当た

りの勤務時間数は、当該事業所の勤

務日及び勤務時間が不定期な看護職

員の前年度の週当たりの平均稼働時

間（サービス提供時間及び移動時間

をいう。）とすること。 

      ｂ 勤務日及び勤務時間が不定期な看

護職員によるサービス提供の実績が
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ない事業所又は極めて短期の実績し

かない等のためａの方法によって勤

務延時間数の算定を行うことが適当

でないと認められる事業所について

は、当該勤務日及び勤務時間が不定

期な看護職員が確実に勤務できるも

のとして勤務表に明記されている時

間のみを勤務延時間数に算入するこ

と。なお、この場合においても、勤

務表上の勤務延時間数は、サービス

提供の実態に即したものでなければ

ならないため、勤務表上の勤務時間

と実態が乖離していると認められる

場合には、勤務表上の勤務時間の適

正化の指導の対象となるものである

こと。 

     ハ サテライト拠点があるときは、常勤

換算を行う際の看護職員の勤務延時間

数に、当該サテライト拠点における勤

務延時間数も含めるものとする。 

     ニ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の看護職員が、オペレータ

ーとして従事するとき及び定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画作成等に
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おいて必要なアセスメントのための訪

問を行うときの勤務時間については、

常勤換算を行う際の訪問看護サービス

の看護職員の勤務時間として算入して

差し支えないこと。ただし、③のロに

より訪問介護員等として定期巡回サー

ビス及び随時訪問サービスを行うとき

の勤務時間については、当該常勤換算

を行う際に算入することはできないも

のであること（当該勤務時間と訪問看

護サービスを行う勤務時間を合算した

時間数が、常勤の職員が勤務すべき勤

務時間数となる場合は、当該看護職員

を常勤職員として取扱うこと。）。 

     ホ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者が指定訪問看護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の事業と

指定訪問看護の事業が同じ事業所で一

体的に運営されている場合は、常勤換

算方法で 2.5以上配置されていること

で、双方の基準を満たすこと。なお、

これに加えて指定複合型サービス事業

者の指定を併せて受け、一体的に運営
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する場合は、さらに常勤換算方法で

2.5以上の看護職員の配置が必要であ

ることに留意すること。 

     ヘ 訪問看護サービスを行う看護職員の

うち、１人以上は常勤の保健師又は看

護師でなければならない。 

     ト 訪問看護サービスを行う看護職員

は、オペレーターや随時訪問サービス

を行う訪問介護員等のように、常時の

配置を求めてはいないが、利用者の看

護ニーズに適切に対応するため、常

時、当該看護職員のうち１人以上の者

との連絡体制を確保しなければならな

いこと。 

     チ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士については、実情に応じた適当数を

配置する（配置しないことも可能であ

る。）こと。 

⑤ 計画作成責任者 

      計画作成責任者は①から④までに掲げ

る定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者のうち、看護師、介護福祉士、医

師、保健師、准看護師、社会福祉士又は

介護支援専門員から１人以上を選任しな
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13 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は、

暴力団員等であってはならない。 

（平27条例16・平30条例19・令３条例

３・令６条例18・一部改正） 

 

（管理者） 

第８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障

がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ければならないこととしており、オペレ

ーターの要件として認められているサー

ビス提供責任者として３年以上従事した

者については当該資格等を有しない場

合、計画作成責任者としては認められな

いことに留意すること。また、利用者の

処遇に支障がない場合は、管理者との兼

務もできるものである。なお、利用者数

及び業務量を考慮し適切な員数の人員を

確保するものとする。 

 

 

 

 

 

（２）管理者（地域密着型条例第８条） 

     指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則 

として専ら当該事業所の管理業務に従事す 

るものとする。ただし、以下の場合であっ 

て、当該事業所の管理業務に支障がないと 

きは、他の職務を兼ねることができるもの 

とする。なお、管理者はオペレーター、定 

期巡回サービスを行う訪問介護員等、随時 
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ることができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問サービスを行う訪問介護員等又は訪問 

看護サービスを行う看護師等である必要は 

ないものである。 

① 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所のオペレーター、定期巡回

サービスを行う訪問介護員等、随時訪問

サービスを行う訪問介護員等、訪問看護

サービスを行う看護師等又は計画作成責

任者の職務に従事する場合 

② 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者が指定訪問介護事業者、指

定訪問看護事業者又は指定夜間対応型訪

問介護事業者の指定を併せて受け、同一

の事業所においてそれぞれの事業が一体

的に運営されている場合の、当該指定訪

問介護事業所、指定訪問看護事業所又は

指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に

従事する場合 

    ③ 同一の事業者によって設置された他の

事業所、施設等の管理者又は従業者とし

ての職務に従事する場合であって、当該

他の事業所、施設等の管理者又は従業者

としての職務に従事する時間帯も、当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所の利用者へのサービス提供の場面

等で生じる事象を適時かつ適切に把握で

き、職員及び業務の一元的な管理・指揮

命令に支障が生じないときに、当該他の

事業所、施設等の管理者又は従事者とし

ての職務に従事する場合（この場合の他

の事業所、施設等の事業の内容は問わな

いが、例えば、管理すべき事業所数が過

剰であると個別に判断される場合や、併

設される入所施設において入所者に対し

サービス提供を行う看護・介護職員と兼

務する場合（施設における勤務時間が極

めて限られている場合を除く。）、事故

発生時等の緊急時において管理者自身が

速やかに当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所又は利用者へのサー

ビス提供の現場に駆け付けることができ

ない体制となっている場合などは、管理

業務に支障があると考えられる。ただ

し、施設等における勤務時間が極めて限

られている職員である場合等、個別に判

断の上、例外的に認める場合があっても

差し支えない。） 
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の管理者は、暴力団員等であってはならない。 

（令６条例18・一部改正） 

 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所には、事業の運営を行うために必要な広さを

有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び

備品等を備えなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 設備等に関する基準（地域密着型条例第９

条）   

（１）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所には、事業の運営を行うために必要

な面積を有する専用の事務室を設けること

が望ましいが、間仕切りする等他の事業の

用に供するものと明確に区分される場合

は、他の事業と同一の事務室であっても差

し支えない。なお、この場合に、区分がさ

れていなくても業務に支障がないときは、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

事業を行うための区画が明確に特定されて

いれば足りるものとする。また、当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

が健康保険法による指定訪問看護の指定を

受けている場合には当該事務室を共用する

ことは差し支えない。 

（２）事務室又は区画については、利用申込の 

受付、相談等に対応するのに適切なスペー 

スを確保するものとする。 

  （３）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
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２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受ける

ことができるよう、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所ごとに、次に掲げる機器等を備

え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携

帯させなければならない。ただし、第１号に掲げ

る機器等については、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況

等の情報を蓄積するための体制を確保している場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護に必要な設備及び備品等を確保す 

るものとする。特に、手指を洗浄するため 

の設備等感染症予防に必要な設備等に配慮 

すること。ただし、他の事業所、施設等と 

同一敷地内にある場合であって、指定定期 

巡回・随時対応型訪問介護看護の事業又は 

当該他の事業所、施設等の運営に支障がな 

い場合は、当該他の事業所、施設等に備え 

付けられた設備及び備品等を使用すること 

ができるものとする。なお、事務室・区 

画、又は設備及び備品等については、必ず 

しも事業者が所有している必要はなく、貸 

与を受けているものであっても差し支えな 

い。 

（４）利用者からの通報を受けるための機器に 

ついては、必ずしも当該事業所に設置され 

固定されている必要はなく、地域を巡回す 

るオペレーターが携帯することもできるこ 

と。また、利用者の心身の状況等の情報を 

蓄積し、利用者からの通報を受けた際に瞬 

時にそれらの情報が把握できるものでなけ 

ればならないが、通報を受信する機器と、 

利用者の心身の情報を蓄積する機器は同一 



- 42 - 

 

合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧

できるときは、これを備えないことができる。 

 

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積すること

ができる機器等 

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることが

できる通信機器等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、利用者が援助を必要とする状態となったとき

に適切にオペレーターに通報できるよう、利用者

に対し、通信のための端末機器を配布しなければ

ならない。ただし、利用者が適切にオペレーター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の機器でなくても差し支えないこと。した 

がって、通報を受ける機器としては、携帯 

電話等であっても差し支えないこと。 

（５）利用者の心身の状況等の情報を蓄積する 

機器等については、事業所・事業者内のネ 

ットワークや情報セキュリティに十分に配 

慮した上で、インターネットを利用したク 

ラウドコンピューティング等の技術を活用 

し、オペレーターが所有する端末から常時 

利用者の情報にアクセスできる体制が確保 

されていれば、必ずしも当該事業所におい 

て機器等を保有する必要はない。また、常 

時利用者の情報にアクセスできる体制と 

は、こうした情報通信技術の活用のみに限 

らず、例えば、オペレーターが所有する紙 

媒体での利用者のケース記録等が、日々の 

申し送り等により随時更新され当該事業所 

において一元的に管理されていること等も 

含まれるものである。 

（６）利用者に配布するケアコール端末は、利 

用者が援助を必要とする状態となったとき

にボタンを押すなどにより、簡単にオペレ

ーターに通報できるものでなければならな

い。ただし、利用者の心身の状況によっ
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に随時の通報を行うことができる場合は、この限

りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

が指定夜間対応型訪問介護事業者（第48条第１項

に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をい

う。）の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定夜間対

応型訪問介護（第46条に規定する指定夜間対応型

訪問介護をいう。）の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、第

50条に規定する設備に関する基準を満たすことを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、一般の家庭用電話や携帯電話でも随時

の通報を適切に行うことが可能と認められ

る場合は、利用者に対し携帯電話等を配布

すること又はケアコール端末を配布せず、

利用者所有の家庭用電話や携帯電話により

随時の通報を行わせることも差し支えない

ものである。 

（７）利用者に配布するケアコール端末等につ 

いては、オペレーターに対する発信機能の 

みならず、オペレーターからの通報を受信 

する機能を有するものや、テレビ電話等の 

利用者とオペレーターが画面上でお互いの 

状況を確認し合いながら対話できるもの等 

を活用し、利用者の在宅生活の安心感の向 

上に資するものであることが望ましい。 

（８）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者の

指定を併せて受け、同一の事業所において

これらの事業が一体的に運営されている場

合は、随時対応サービスの提供に必要とな

る設備を双方の事業で共用することができ

るものである。 
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もって、前３項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、非常災害発生時に区の求めに応じ、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行えるよ

う設備及び備品等の確保に努めなければならな

い。 

 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第10条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又

はその家族に対し、第32条に規定する運営規程の

概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を記した文書を

交付して説明を行い、当該提供の開始について利

用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、利用申込者又はその家族からの申出があった

場合には、前項の規定による文書の交付に代え

て、第５項で定めるところにより、当該利用申込

者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 運営に関する基準 

  （２）内容及び手続の説明及び同意 

① 地域密着型条例第 10条は、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、利用者に対し適切な指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護を提供するた

め、その提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の運営規程の概要、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体

制、事故発生時の対応、苦情処理の体

制、提供するサービスの第三者評価の実

施状況（実施の有無、実施した直近の年

月日、実施した評価機関の名称、評価結

果の開示状況）等の利用申込者がサービ
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き重要事項を電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって次

に掲げるもの（以下この条において「電磁的方

法」という。）により提供することができる。こ

の場合において、当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者は、当該文書を交付したもの

とみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又

はイに掲げるもの 

  ア 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機とを接続

する電気通信回線を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録する方法 

  イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録された前項に規定する重要事項

を電気通信回線を通じて利用申込者又はその

家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその

家族の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに当該重要事項を記録する方法（電磁

的方法による提供を受ける旨の承諾又は受け

ない旨の申出をする場合にあっては、指定定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スを選択するために必要な重要事項につ

いて、分かりやすい説明書やパンフレッ

ト等（当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者が、他の介護保険に関

する事業を併せて実施している場合、当

該パンフレット等について、一体的に作

成することは差し支えないものとす

る。）の文書を交付して懇切丁寧に説明

を行い、当該事業所から指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供を受ける

ことにつき同意を得なければならないこ

ととしたものである。なお、当該同意に

ついては、書面によって確認することが

適当である。 

    ② 特に、連携型指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所における指定訪問

看護事業所との連携の内容や、他の指定

訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問

介護事業所に事業の一部委託を行う場合

の当該委託業務の内容、他の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所と一

体的に随時対応サービスを行う場合の事

業所間の連携の内容等について十分な説

明を行わなければならないこと。 
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期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルに

その旨を記録する方法） 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。第207条第１項において同じ。）に係

る記録媒体をいう。）をもって調製するファイ

ルに前項に規定する重要事項を記録したものを

交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族

がファイルへの記録を出力することにより文書を

作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使

用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、第２項の規定により第１項に規定する重要事

項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該

利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又
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は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用する

もの 

(2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者は、当該利用申込者

又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁

的方法による提供を受けない旨の申出があった場

合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第１

項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によっ

てしてはならない。ただし、当該利用申込者又は

その家族が再び前項の規定による承諾をした場合

は、この限りでない。 

（令６条例18・一部改正） 

 

（提供拒否の禁止） 

第11条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、正当な理由なく指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供を拒んではならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）提供拒否の禁止 

     地域密着型条例第 11条は、指定定期巡 

回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原 

則として、利用申込に対しては応じなけれ 

ばならないことを規定したものであり、特 

に、要介護度や所得の多寡を理由にサービ 

スの提供を拒否することを禁止するもので 

ある。提供を拒むことのできる正当な理由 
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（サービス提供困難時の対応） 

第12条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所

が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。

以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら

適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

提供することが困難であると認めた場合は、当該

利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者（法第

46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者を

いう。以下同じ。）への連絡、適当な他の指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介

その他の必要な措置を速やかに講じなければなら

ない。 

 

（受給資格等の確認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がある場合とは、①当該事業所の現員から 

は利用申込に応じきれない場合、②利用申 

込者の居住地が当該事業所の通常の事業の 

実施地域外である場合、その他利用申込者 

に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応 

型訪問介護看護を提供することが困難な場 

合である。 

 

  （４）サービス提供困難時の対応 

     指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

事業者は、正当な理由により、利用申込者 

に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応 

型訪問介護看護を提供することが困難であ 

ると認めた場合には、地域密着型条例第 12 

条の規定により、当該利用申込者に係る居 

宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指 

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに 

講じなければならないものである。 

 

 

 

 

（５）受給資格等の確認 
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第13条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供を求められた場合は、その者の提示する被

保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の

有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、前項の被保険者証に、法第78条の３第２項の

規定により認定審査会意見が記載されているとき

は、当該認定審査会意見に配慮して、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努

めなければならない。 

 

 

 

 

 

（要介護認定の申請に係る援助） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ① 地域密着型条例第 13条第１項は、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

利用に係る費用につき保険給付を受ける

ことができるのは、要介護認定を受けて

いる被保険者に限られるものであること

を踏まえ、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者は、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供の開始に際

し、利用者の提示する被保険者証によっ

て、被保険者資格、要介護認定の有無及

び要介護認定の有効期間を確かめなけれ

ばならないことを規定したものである。 

    ② 地域密着型条例第 13条第２項は、利

用者の被保険者証に、指定地域密着型サ

ービスの適切かつ有効な利用等に関し当

該被保険者が留意すべき事項に係る認定

審査会意見が記載されているときは、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、これに配慮して指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護を提供するよう

に努めるべきことを規定したものであ

る。 

 

（６）要介護認定の申請に係る援助 
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第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない

利用申込者については、要介護認定の申請が既に

行われているかどうかを確認し、申請が行われて

いない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて

速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行

わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われて

いない等の場合であって必要と認めるときは、要

介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が

受けている要介護認定の有効期間が終了する日の

30日前までに行われるよう、必要な援助を行わな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ① 地域密着型条例第 14条第１項は、要

介護認定の申請がなされていれば、要介

護認定の効力が申請時に遡ることによ

り、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の利用に係る費用が保険給付の対象

となり得ることを踏まえ、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者は、

利用申込者が要介護認定を受けていない

ことを確認した場合には、要介護認定の

申請が既に行われているかどうかを確認

し、申請が行われていない場合は、当該

利用申込者の意思を踏まえて速やかに当

該申請が行われるよう必要な援助を行わ

なければならないことを規定したもので

ある。 

    ② 地域密着型条例第 14条第２項は、要

介護認定の有効期間が原則として６か月

ごとに終了し、継続して保険給付を受け

るためには要介護更新認定を受ける必要

があること及び当該認定が申請の日から

30日以内に行われることとされているこ

とを踏まえ、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者は、居宅介護支援

（これに相当するサービスを含む。）が
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（心身の状況等の把握） 

第15条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事 

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供に当たっては、計画作成責任者による利用

者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介護

支援事業者が開催するサービス担当者会議（豊島

区指定居宅介護支援等の事業の人員、運営等の基

準に関する条例（平成30年豊島区条例第21号。以

下「豊島区指定居宅介護支援等条例」という。）

第22条第８号に規定するサービス担当者会議をい

う。以下この章、第60条の６、第60条の28及び第

60条の29において同じ。）等を通じて、利用者の

心身の状況、その置かれている環境、他の保健医

療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。 

（平28条例16・令６条例18・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者に対して行われていない等の場合

であって必要と認めるときは、要介護認

定の更新の申請が、遅くとも当該利用者

が受けている要介護認定の有効期間が終

了する 30日前にはなされるよう、必要

な援助を行わなければならないことを規

定したものである。 
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（指定居宅介護支援事業者等との連携） 

第16条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業

者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならな

い。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し

て適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る

指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援

助） 

第17条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）指定居宅介護支援事業者等との連携 

     地域密着型条例第 16条第１項は、指定 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利 

用者の在宅生活の継続のための総合的な支

援を、日々の定期巡回サービス等の実施に

より継続的に把握される利用者の心身の状

況に応じて柔軟に行うサービスであること

から、その他の介護保険サービスの利用を

含めた利用者の地域での生活全般のマネジ

メントを行う指定居宅介護支援事業者との

連携を密にしておかなければならないこと

としたものである。 

     また、指定定期巡回・随時対応型訪問介 

護看護は、医療が必要とされる場合がある 

ことから、医療が円滑に提供できるよう、 

常に保健医療サービス等を提供する者との 

連携の確保に努めなければならないことを 

規定したものである。 

 

（８）法定代理受領サービスの提供を受けるた

めの援助 

     地域密着型条例第 17条は、介護保険法 

施行規則（平成 11年厚生省令第 36号。以 
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の提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第65

条の４各号のいずれにも該当しないときは、当該

利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計

画（法第８条第24項に規定する居宅サービス計画

をいう。）の作成を指定居宅介護支援事業者に依

頼する旨を区に対して届け出ること等により、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法

定代理受領サービスとして受けることができる旨

を説明すること、指定居宅介護支援事業者に関す

る情報を提供することその他の法定代理受領サー

ビスを行うために必要な援助を行わなければなら

ない。 

（平28条例16・平30条例39・一部改正） 

 

 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

 

第18条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、居宅サービス計画（法第８条第24項に規

定する居宅サービス計画をいい、施行規則第65条

の４第１号ハに規定する計画を含む。以下同

じ。）が作成されている場合は、当該居宅サービ

ス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護を提供しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下「施行規則」という。）第 65条の４第１

項第１号イ又はロに該当する利用者は、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供を法定代理受領サービスとして受けるこ

とができることを踏まえ、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業者は、同項第

１号イ又はロにも該当しない利用申込者又

はその家族に対し、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サ

ービスとして受けるための要件の説明、居

宅介護支援事業者に関する情報提供その他

の法定代理受領サービスを行うために必要

な援助を行わなければならないことを規定

したものである。 

 

  （９）居宅サービス計画に沿ったサービスの提 

    供 

     地域密着型条例第 18条は、指定定期巡 

回・随時対応型訪問介護看護は、居宅サー 

ビス計画（法第８条第 24項に規定する居 

宅サービス計画をいう。以下同じ。）に沿

って提供されなければならないことを規定

したものである。指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護は、定期巡回サービス、随
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（平28条例16・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（居宅サービス計画等の変更の援助） 

第19条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望

する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援

事業者への連絡その他の必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時対応サービス、随時訪問サービス及び訪

問看護サービスを利用者の心身の状況に応

じて、柔軟に提供するものであり、随時の

訪問を行う場合や、定期巡回サービスの訪

問時間帯又は内容等の変更を行った場合

は、当該利用者を担当する介護支援専門員

に対し適宜報告を行う等、地域密着型条例

第 16条の趣旨を踏まえて適切な連携を図

るものとする。 

 

（１０）居宅サービス計画等の変更の援助 

     地域密着型条例第 19条は、指定定期巡 

回・随時対応型訪問介護看護を法定代理受 

領サービスとして提供するためには当該指 

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が居 

宅サービス計画に位置付けられている必要 

があることを踏まえ、指定定期巡回・随時 

対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居 

宅サービス計画の変更を希望する場合（利 

用者の状態の変化等により追加的なサービ 

スが必要となり、当該サービスを法定代理 

受領サービスとして行う等のために居宅サ 

ービス計画の変更が必要となった場合で、 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事 
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（身分を証する書類の携行） 

第20条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回

訪問時及び利用者又はその家族から求められたと

きは、これを提示すべき旨を指導しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業者からの当該変更の必要性の説明に対し 

利用者が同意する場合を含む。）は、当該 

利用者に係る指定居宅介護支援事業者への 

連絡、サービスを追加する場合に当該サー 

ビスを法定代理受領サービスとして利用す 

る場合には支給限度額の範囲内で居宅サー 

ビス計画を変更する必要がある旨の説明そ 

の他の必要な援助を行わなければならない 

ことを規定したものである。 

 

（１１）身分を証する書類の携行 

     地域密着型条例第 20条は、利用者が安 

心して指定定期巡回・随時対応型訪問介護 

看護の提供を受けられるよう、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者に身分を明らかにする証書や名札

等を携行させ、面接時、初回訪問時及び利

用者又はその家族から求められたときは、

これを提示すべき旨を指導しなければなら

ないことを規定したものである。この証書

等には、当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の名称、当該定期巡回・
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（サービスの提供の記録） 

第21条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供日及び内容、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護について法第42条

の２第６項の規定により利用者に代わって支払を

受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要

な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した

書面又はこれに準ずる書面に記載しなければなら

ない。 

 

 

 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提

供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録するとともに、利用者からの申出があっ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随時対応型訪問介護看護従業者の氏名を記

載するものとし、当該定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者の写真の貼付や職能

の記載を行うことが望ましい。 

 

  （１２）サービスの提供の記録 

    ① 地域密着型条例第 21条第１項は、利

用者及びサービス事業者が、その時点で

の区分支給限度基準額との関係やサービ

スの利用状況を把握できるようにするた

めに、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を提供した際には、当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供日、サービス内容（例えば定期

巡回サービス及び随時訪問サービスの

別）、保険給付の額その他必要な事項

を、利用者の居宅サービス計画の書面又

はサービス利用票等に記載しなければな

らないことを規定したものである。 

    ② 同条第２項は、当該指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供日、提供し

た具体的なサービスの内容、利用者の心

身の状況その他必要な事項を記録すると
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た場合には、文書の交付その他適切な方法によ

り、その情報を利用者に対して提供しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（利用料等の受領） 

第22条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、法定代理受領サービスに該当する指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際に

は、その利用者から利用料の一部として、当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域

密着型介護サービス費用基準額から当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払われ

る地域密着型介護サービス費の額を控除して得た

額の支払を受けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに、サービス事業者間の密接な連携

等を図るため、利用者からの申出があっ

た場合には、文書の交付その他適切な方

法により、その情報を利用者に対して提

供しなければならないこととしたもので

ある。また、「その他適切な方法」と

は、例えば、利用者の用意する手帳等に

記載するなどの方法である。なお、提供

した具体的なサービスの内容等の記録

は、地域密着型条例第 43条第２項の規

定に基づき、２年間保存しなければなら

ない。 

 

 （１３）利用料等の受領 

    ① 地域密着型条例第 22条第１項は、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、法定代理受領サービスとして提

供される指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護についての利用者負担として、

地域密着型介護サービス費用基準額の１

割、２割又は３割（法第 50条又は第 69

条第５項の規定の適用により保険給付の

率が９割、８割又は７割でない場合につ

いては、それに応じた割合）の支払を受
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２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際にそ

の利用者から支払を受ける利用料の額と、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着

型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差

額が生じないようにしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けなければならないことを規定したもの

である。 

    ② 地域密着型条例第 22条第２項は、利

用者間の公平及び利用者の保護の観点か

ら、法定代理受領サービスでない指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供

した際に、その利用者から支払を受ける

利用料の額と、法定代理受領サービスで

ある指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護に係る費用の額の間に、一方の管理

経費の他方への転嫁等による不合理な差

額を設けてはならないこととしたもので

ある。なお、そもそも介護保険給付の対

象となる指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護のサービスと明確に区分される

サービスについては、次のような方法に

より別の料金設定をして差し支えない。 

     イ 利用者に、当該事業が指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の事業と

は別事業であり、当該サービスが介護

保険給付の対象とならないサービスで

あることを説明し、理解を得ること。 

     ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料

等が、指定定期巡回・随時対応型訪問
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３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選

定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅

において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を

利用者から受けることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び費用について説明を

行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護看護事業所の運営規程とは別に定

められていること。 

     ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の事業の会計と区分しているこ

と。 

    ③ 地域密着型条例第 22条第３項は、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の提供に関して、前２項の利用

料のほかに、利用者の選定により通常の

事業の実施地域以外の地域の居宅におい

て指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護を行う場合の交通費（移動に要する費

用）の支払を利用者から受けることがで

きることとし、保険給付の対象となって

いるサービスと明確に区分されないあい

まいな名目による費用の支払を受けるこ

とは認めないこととしたものである。 

    ④ 地域密着型条例第 22条第４項は、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、前項の交通費の支払を受けるに

当たっては、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対してその額等に関して説明を

行い、利用者の同意を得なければならな
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（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第23条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料

の支払を受けた場合は、提供した指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他

必要と認められる事項を記載したサービス提供証

明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いこととしたものである。 

    ⑤ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、地域密着型条例第 22条第

１項から第３項までの利用料等を徴収す

ることは認められるが、利用者へ配布す

るケアコール端末に係る設置料、リース

料、保守料等の費用の徴収は認められな

いものである。なお、利用者宅から事業

所への通報に係る通信料（電話料金）に

ついては、利用者が負担すべきものであ

る。 

 

（１４）保険給付の請求のための証明書の交付 

     地域密着型条例第 23条は、利用者が区 

に対する保険給付の請求を容易に行えるよ 

う、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看 

護事業者は、法定代理受領サービスでない

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に

係る利用料の支払を受けた場合は、提供し

た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の内容、費用の額その他利用者が保険給付

を請求する上で必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を利用者に対し

て交付しなければならないことを規定した
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（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本

取扱方針） 

第24条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

は、定期巡回サービス及び訪問看護サービスにつ

いては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防

止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行

うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サー

ビスについては、利用者からの随時の通報に適切

に対応して行うものとし、利用者が安心してその

居宅において生活を送ることができるようにしな

ければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、自らその提供する指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の質の評価を行い、それらの結果を

公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（平27条例16・一部改正） 

 

 

 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体

的取扱方針） 

第25条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものである。 

 

（１５）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針 

     地域密着型条例第 24条及び第 25条にお 

ける指定定期巡回・随時対応型訪問介護看 

護の取扱方針について、特に留意すべきこ 

とは、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

    ① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供については、目標達成の度合い

及びその効果等や利用者及びその家族の

満足度等について常に評価を行うととも

に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画の修正を行うなど、その改善を図ら

なければならないものであること。 
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の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、第27

条第１項に規定する定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画に基づき、利用者が安心してその

居宅において生活を送るのに必要な援助を行う

ものとする。 

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレ

ーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービ

スを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者

の心身の状況、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適

切な相談及び助言を行うものとする。 

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、第27

条第１項に規定する定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連

絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとす

る。 

(4) 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治

の医師との密接な連携及び第27条第１項に規定

する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に

基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図る

よう妥当適切に行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 随時訪問サービスを適切に提供するた

め、定期巡回サービスの提供や看護職員

の行うアセスメント等により、利用者の

心身の状況等の把握に努めるとともに、

利用者とのコミュニケーションを図り、

利用者が通報を行い易い環境づくりに努

めるべきものであること。 

 

 

 

 

    ③ 訪問看護サービスの提供に当たって

は、利用者の心身の状態を踏まえて、妥

当適切に行うとともにその生活の質の確

保を図るよう、主治医との密接な連携の

もとに定期巡回・随時対応型訪問介護看

護計画に沿って行うこと。 
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(5) 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に

利用者の病状、心身の状況及びその置かれてい

る環境の的確な把握に努め、利用者又はその家

族に対し、適切な指導等を行うものとする。 

(6) 特殊な看護等については、これを行ってはな

らないものとする。 

(7) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提

供方法等について、理解しやすいように説明を

行うものとする。 

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。）を行ってはならない。 

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ④ 訪問看護サービスの提供に当たって

は、利用者の健康状態と経過、看護の目

標や内容、具体的な方法その他療養上必

要な事項について利用者及びその家族に

理解しやすいよう指導又は説明を行うと

ともに、医学の立場を堅持し、広く一般

に認められていない看護等については行

ってはならないこと。 

 

 

 

⑤ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならず、緊急やむを

得ない場合に身体的拘束等を行う場合に

あっても、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由を記録しなければならないこと

としたものである。 

また、緊急やむを得ない理由について

は、切迫性、非代替性及び一時性の３つ

の要件を満たすことについて、組織等と
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(10) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に

対応し、適切な介護技術及び看護技術をもって

サービスの提供を行うものとする。 

 

 

(11) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合に

は、その管理を厳重に行うとともに、管理方

法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項

を記載した文書を利用者に交付するものとす

る。 

（令６条例18・一部改正） 

 

（主治の医師との関係） 

第26条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の常勤看護師等は、主治の医師の指示に基づ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

してこれらの要件確認等の手続きを極め

て慎重に行うこととし、その具体的な内

容について記録しておくことが必要であ

る。 

なお、地域密着型条例第 43条第２項

の規定に基づき、当該記録は、２年間保

存しなければならない。 

    ⑥ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供に当たっては、介護技術や医学

の進歩に対応した適切なサービスが提供

できるよう、常に新しい技術を習得する

等、研鑽
さん

を行うべきものであること。 

    ⑦ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、利用者から合鍵を預かる場

合には、従業者であっても容易に持ち出

すことができないよう厳重な管理を行

い、利用者に安心感を与えるものとする

こと。 

 

 

  （１６）主治医との関係 

    ① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の常勤看護師等は、利用者の主
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き適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な

管理をしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治

の医師による指示を文書で受けなければならな

い。 

 

 

 

 

 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、主治の医師に次条第１項に規定する定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画（訪問看護サー

ビスの利用者に係るものに限る。）及び同条第11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

治医が発行する訪問看護サービスに係る

指示の文書（以下この号において「指示

書」という。）に基づき訪問看護サービ

スが行われるよう、主治医との連絡調

整、訪問看護サービスの提供を行う看護

師等の監督等必要な管理を行わなければ

ならないこと。なお、主治医とは、利用

申込者の選定により加療している医師を

いい、主治医以外の複数の医師から指示

書の交付を受けることはできないもので

あること。 

    ② 地域密着型条例第 26条第２項は、訪

問看護サービスの利用対象者は、その主

治医が訪問看護サービスの必要性を認め

たものに限られるものであることを踏ま

え、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、訪問看護サービスの提供

の開始に際しては、指示書の交付を受け

なければならないこととしたものである

こと。 

    ③ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、主治医と連携を図り、適切

な訪問看護サービスを提供するため、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画
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項に規定する訪問看護報告書を提出し、訪問看護

サービスの提供に当たって主治の医師との密接な

連携を図らなければならない。 

 

 

 

 

 

 

４ 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所を運営する場合にあっては、前２

項の規定にかかわらず、第２項の主治の医師の文

書による指示並びに前項の定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画及び次条第11項に規定する訪問

看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関す

る記録（以下「診療記録」という。）への記載を

もって代えることができる。 

 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作

成） 

第27条 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般

の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及

び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成する

ための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（訪問看護サービスの利用者に係るもの

に限る。）及び訪問看護報告書を主治医

に提出しなければならないこと。 

    ④ 訪問看護サービスの提供に当たって

は、特に医療施設内の場合と異なり、看

護師等が単独で行うことに十分留意する

とともに慎重な状況判断等が要求される

ことを踏まえ、主治医との密接かつ適切

な連携を図ること。 

    ⑤ 保険医療機関が指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者である場合に

は、主治医の指示は診療録に記載される

もので差し支えないこと。また、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪

問看護報告書についても看護記録等の診

療記録に記載されるもので差し支えない

こと。 

 

  （１７）定期巡回・随時対応型訪問介護看護計 

画の作成 

    ① 地域密着型条例第 27条第１項は、計

画作成責任者は、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画を作成しなければなら

ないことを規定したものである。定期巡
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ービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画を作成しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既

に居宅サービス計画が作成されている場合は、当

該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなけれ

ばならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を提供する日時等については、当該

居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかか

わらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者

の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回・随時対応型訪問介護看護計画の作成

に当たっては、利用者の心身の状況を把

握・分析し、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供によって解決すべき

問題状況を明らかにし（アセスメン

ト）、これに基づき、援助の方向性や目

標を明確にし、担当する定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者の氏名、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が

提供するサービスの具体的内容、所要時

間、日程等を明らかにするものとする。

なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護計画の様式については、事業所ごとに

定めるもので差し支えない。 

    ② 地域密着型条例第 27条第２項は、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

は、居宅サービス計画に沿って作成され

なければならないこととしたものであ

る。ただし、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護は、日々の定期巡回サービ

スの提供や看護職員によるアセスメント

により把握した利用者の心身の状況に応

じた柔軟な対応が求められることから、

居宅サービス計画に位置付けられたサー
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成責任者が決定することができる。この場合にお

いて、計画作成責任者は、当該定期巡回・随時対

応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する

介護支援専門員に提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看

護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うア

セスメント（利用者の心身の状況を勘案し、自立

した日常生活を営むことができるように支援する

上で解決すべき課題を把握することをいう。）の

結果を踏まえ、作成しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビス提供の日時にかかわらず、居宅サー

ビス計画の内容を踏まえた上で計画作成

責任者が指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護を提供する日時及びサービスの

具体的内容を定めることができることと

したものである。この場合において、利

用者を担当する介護支援専門員に対して

は、適宜、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画を報告し、緊密な連携を図る

こと。なお、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画の作成後に居宅サービス計

画が作成された場合は、当該定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画が居宅サー

ビス計画に沿ったものであるか確認し、

必要に応じて変更するものとする。 

    ③ 地域密着型条例第 27条第３項は、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

は、介護と看護が一体的に提供されるべ

きものであることから、医師の指示に基

づく訪問看護サービスの利用者はもとよ

り、訪問看護サービスを利用しない者で

あっても、保健師、看護師又は准看護師

による定期的なアセスメント及びモニタ

リングを行わなければならないこととし
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たものである。ここでいう「定期的に」

とは、概ね１月に１回程度行われること

が望ましいが、当該アセスメント及びモ

ニタリングを担当する保健師、看護師又

は准看護師の意見や、日々の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供によ

り把握された利用者の心身の状況等を踏

まえ、適切な頻度で実施するものとす

る。なお、訪問看護サービスの利用者に

対する定期的なアセスメント及びモニタ

リングについては、日々の訪問看護サー

ビス提供時に併せて行うことで足りるも

のである。 

      なお、アセスメント及びモニタリング

を担当する保健師、看護師又は准看護師

については、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者であることが望ましい

が、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者が実施する他の事業に従

事する保健師、看護師又は准看護師によ

り行われることも差し支えない。この場

合において、当該保健師、看護師又は准

看護師は、計画作成責任者から必要な情

報を得た上で、指定定期巡回・随時対応
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４ 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随

時対応型訪問介護看護計画については、第１項に

規定する事項に加え、当該利用者の希望、心身の

状況、主治の医師の指示等を踏まえて、療養上の

目標、当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容等を記載しなければならない。 

５ 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合に

は、常勤看護師等は、前項の記載に際し、必要な

指導及び管理を行うとともに、次項に規定する利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型訪問介護看護の趣旨を踏まえたアセス

メント及びモニタリングを行う必要があ

ることから、在宅の者に対する介護又は

看護サービスに従事した経験を有する

等、要介護高齢者の在宅生活に関する十

分な知見を有している者であって、当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の所在地の日常生活圏域内で他の

事業に従事している等、利用者の当該地

域における生活の課題を十分に把握でき

る者でなければならない。また、当該ア

セスメント及びモニタリングに従事した

時間については当該他の事業における勤

務時間とはみなされないことに留意する

こと。 

    ④ 訪問看護サービスの利用者に係る定期

巡回・随時対応型訪問介護看護計画につ

いても計画作成責任者が作成することと

したものであり、訪問看護サービスを利

用しない利用者に記載すべき内容に加え

て、利用者の希望、主治医の指示及び看

護目標、具体的なサービス内容等を記載

するものである。ただし、当該内容等の

記載に当たっては、看護に関する十分な
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用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成

責任者に対し、必要な協力を行わなければならな

い。 

６ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画の作成に当たっては、その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者

の同意を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知見を有することが求められることか

ら、計画作成責任者が常勤看護師等でな

い場合は、常勤看護師等の助言、指導等

の必要な管理のもと行わなければならな

いこととしたものである。 

    ⑤ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計

画は、利用者の日常生活全般の状況及び

希望並びに訪問看護サービスの利用に係

る主治医の指示を踏まえて作成されなけ

ればならないものであり、サービス内容

等への利用者の意向の反映の機会を保障

するため、計画作成責任者は、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画の作成

に当たっては、その内容等を十分に説明

した上で利用者の同意を得なければなら

ないこととしたものである。したがっ

て、計画作成責任者は、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護計画の目標や内容等

については、利用者又はその家族に、理

解しやすい方法で説明を行うとともに、

その実施状況や評価についても説明を行

うものとする。なお、常勤看護師等では

ない計画作成責任者は当該計画に記載さ

れた訪問看護サービスに係る内容等の説
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７ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画を作成した際には、当該定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しな

ければならない。 

８ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画の作成後、当該定期巡回・随時対応

型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い、必

要に応じて当該定期巡回・随時対応型訪問介護看

護計画の変更を行うものとする。 

９ 第１項から第７項までの規定は、前項に規定す

る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更

について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明に当たっては、利用者及び利用者の家

族等が十分に訪問看護サービスの内容等

を理解できるよう常勤看護師等による必

要な協力を得た上で説明を行うものとす

る。 

    ⑥ 地域密着型条例第 27条第７項は、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を

作成した際には、遅滞なく利用者に交付

しなければならないこととしたものであ

る。なお、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画は、地域密着型条例第 43条

第２項の規定に基づき、２年間保存しな

ければならない。 

    ⑦ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所が保険医療機関である場合は、

地域密着型条例第 26条第４項により、

主治医への定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画の提出は、診療記録への記載

をもって代えることができることとされ

ているため、地域密着型条例第 27条第

７項に基づく定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画の交付については「訪問看

護計画書及び訪問看護報告書等の取扱い

について」（平成 12年３月 30日老企第
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10 訪問看護サービスを行う看護師等（准看護師を

除く。）は、訪問看護サービスについて、訪問

日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告

書を作成しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55号）に定める訪問看護計画書を参考に

事業所ごとに定めるものを交付すること

で差し支えない。 

    ⑧ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者の行うサービス

が定期巡回・随時対応型訪問介護看護計

画に沿って実施されているかについて把

握するとともに、助言、指導等必要な管

理を行わなければならない。 

    ⑨ 訪問看護サービスを行う看護師等（准

看護師を除く。）は、訪問看護報告書に

は、訪問を行った日、提供した看護内

容、サービス提供結果等を記載する。な

お、地域密着型条例第 27条に規定する

報告書は、訪問の都度記載する記録とは

異なり、主治医に定期的に提出するもの

をいい、当該報告書の記載と先に主治医

に提出した定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画（当該計画を地域密着型条例

第 26条第４項において診療記録の記載

をもって代えた場合を含む。）の記載に

おいて重複する箇所がある場合は、当該

報告書における重複箇所の記載を省略し

ても差し支えないこととする。 
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11 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関

し、必要な指導及び管理を行わなければならな

い。 

12 前条第４項の規定は、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護計画（訪問看護サービスの利用者に係

るものに限る。）及び訪問看護報告書の作成につ

いて準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⑩ 常勤看護師等にあっては、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画に沿った実

施状況を把握し、訪問看護報告書に関

し、助言、指導等必要な管理を行わなけ

ればならない。 

    ⑪ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、主治医との連携を図り、適

切な訪問看護サービスを提供するため、

地域密着型条例第 26条第３項の規定に

基づき、訪問看護サービス利用者に係る

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

及び訪問看護報告書を定期的に主治医に

提出しなければならない。 

    ⑫ 豊島区指定居宅介護支援等の事業の人

員、運営等の基準に関する条例（平成 30

年豊島区条例第 21号。以下「指定居宅

介護支援等基準条例」という。）第 22条

第 11号において、「介護支援専門員は、

居宅サービス計画に位置付けた指定居宅

サービス事業者等に対して、訪問介護計

画等指定居宅サービス等基準において位

置付けられている計画の提出を求めるも

のとする」と規定していることを踏ま

え、居宅サービス計画に基づき居宅サー
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（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第28条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者に、その同居の家族である利用者に対する指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（随時対応サ

ービスを除く。）の提供をさせてはならない。 

 

（利用者に関する市町村への通知） 

第29条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当

する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市

町村（特別区を含む。以下同じ。）に通知しなけ

ればならない。 

(1) 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビスを提供している指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者は、当該居宅

サービス計画を作成している指定居宅介

護支援事業者から定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画の提供の求めがあった

際には、当該定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画を提供することに協力する

よう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１８）利用者に関する市町村への通知 

     地域密着型条例第 29条は、偽りその他 

不正な行為によって保険給付を受けた者及 

び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等

により、要介護状態又はその原因となった

事故を生じさせるなどした者については、

市町村が、法第 22条第１項に基づく既に

支払った保険給付の徴収又は法第 64条に
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訪問介護看護の利用に関する指示に従わないこ

とにより、要介護状態の程度を増進させたと認

められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受

け、又は受けようとしたとき。 

（平28条例16・令６条例18・一部改正） 

 

 

（緊急時等の対応） 

第30条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

は、現に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供を行っているときに利用者に病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の

医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者が看護職員である場合にあっては、必要に応じ

て臨時応急の手当てを行わなければならない。 

 

 

 

 

（管理者等の責務） 

第31条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基づく保険給付の制限を行うことができる

ことに鑑み、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者が、その利用者に関し、

保険給付の適正化の観点から市町村に通知

しなければならない事由を列記したもので

ある。 

 

 

（１９）緊急時等の対応 

     地域密着型条例第 30条は、定期巡回・ 

随時対応型訪問介護看護従業者が現に指定 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供 

を行っているときに利用者に病状の急変が 

生じた場合その他必要な場合は、当該定期 

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看 

護職員である場合は必要な臨時応急の手当 

てを行うとともに運営規程に定められた緊 

急時の対応方法に基づき速やかに主治の医 

師への連絡を行う等の必要な措置を講じな 

ければならないことを規定したものであ 

る。 

 

（２０）管理者等の責務 

     地域密着型条例第 31条は、指定定期巡 
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業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を、

一元的に行わなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の従業者にこの節の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ 計画作成責任者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所に対する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整等

のサービスの内容の管理を行うものとする。 

（平28条例16・一部改正） 

 

 

 

 

（運営規程） 

第32条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程（以下この章において「運

営規程」という。）を定めておかなければならな

い。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理 

者と計画作成責任者の役割分担について規 

定したものであり、管理者の責務を、介護

保険法の基本理念を踏まえた利用者本位の

サービス提供を行うため、利用者へのサー

ビス提供の場面等で生じる事象を適時かつ

適切に把握しながら、従業者及び業務の管

理を一元的に行うとともに、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従

業者に地域密着型条例第２章第４節（運営

に関する基準）を遵守させるための指揮命

令を行うこととし、計画作成責任者は、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利

用の申込みに係る調整及びサービスの内容

の管理を行うこととしたものである。 

 

（２１）運営規程 

     地域密着型条例第 32条は、指定定期巡 

回・随時対応型訪問介護看護の事業の適正 

な運営及び利用者に対する適切な指定定期 

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確 

保するため、同条第１号から第９号までに 

掲げる事項を内容とする規程を定めること 

を指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
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(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内

容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

(8)  虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) その他運営に関する重要事項 

（令３条例３・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所ごとに義務づけたものであるが、特 

に次の点に留意するものとする。なお、同 

一事業者が同一敷地内にある事業所におい 

て、複数のサービス種類について事業者指 

定を受け、それらの事業を一体的に行う場 

合においては、運営規程を一体的に作成す 

ることも差し支えない（この点については 

他のサービス種類についても同様とす 

る。）。 

① 従業者の職種、員数及び職務の内容

（第２号） 

従業者の「員数」は日々変わりうるも

のであるため、業務負担軽減等の観点か

ら、規程を定めるに当たっては、地域密

着型条例第７条において置くべきとされ

ている員数を満たす範囲において、「○

人以上」と記載することも差し支えない

（地域密着型条例第 10条に規定する重

要事項を記した文書に記載する場合につ

いても、同様とする。）（以下、他のサ

ービス種類についても同趣旨。）。 

    ② 営業日及び営業時間（第３号） 

      営業日は 365日と、営業時間は 24時

間と記載すること。 
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    ③ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の内容（第４号） 

      「指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の内容」とは、定期巡回サービス、

随時対応サービス、随時訪問サービス及

び訪問看護サービスの内容を指すもので

あること。 

    ④ 利用料その他の費用の額（第４号） 

      「利用料」としては、法定代理受領サ

ービスである指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護に係る利用料及び法定代理

受領サービスでない指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の利用料を、「その

他の費用の額」としては、地域密着型条

例第 22条第３項により徴収が認められ

ている交通費の額及び必要に応じてその

他のサービスに係る費用の額を規定する

ものであること（以下、他のサービス種

類についても同趣旨）。 

    ⑤ 通常の事業の実施地域（第５号） 

      通常の事業の実施地域は、客観的にそ 

の区域が特定されるものとすること。な

お、通常の事業の実施地域は、利用申込

に係る調整等の観点からの目安であり、
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当該地域を越えてサービスが行われるこ

とを妨げるものではないものであるこ

と。また、通常の事業の実施地域につい

ては、事業者が任意に定めるものである

が、指定地域密着型サービスである指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護につ

いては、区が定める日常生活圏域内は、

少なくとも通常の事業の実施地域に含め

ることが適当であること。さらに、区の

同意を得て事業所所在地以外の他の市町

村から指定を受けた場合には、当該他の

市町村の一部の日常生活圏域を事業の実

施地域の範囲に加えることもあること

（以下、地域密着型条例第 56条第５

号、第 60条の 12第６号、第 60条の 34

第６号、第 74条第６号、第 101条第６

号及び第 203条についても同趣旨）。 

⑥ 虐待の防止のための措置に関する事項

（第８号） 

（３１）の虐待の防止に係る、組織内

の体制（責任者の選定、従業者への研修

方法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑

われる事案（以下「虐待等」という。）

が発生した場合の対応方法等を指す内容
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（勤務体制の確保等） 

第33条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、利用者に対し適切な指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を提供できるよう、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所ごとに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護を提供しなければならない。ただし、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、

適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であること（以下、他のサービスについ

ても同趣旨）。 

 

（２２）勤務体制の確保等 

     地域密着型条例第 33条は、利用者に対 

する適切な指定定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護の提供を確保するため、職員の勤 

務体制等について規定したものであるが、 

次の点に留意する必要がある。 

    ① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所ごとに、原則として月ごとの勤

務表を作成し、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者については、日々の勤

務時間、職務の内容、常勤・非常勤の

別、管理者との兼務関係等を明確にする

こと。 

    ② 地域密着型条例第 33条第２項本文

は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者によって指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護を提供する

べきことを規定したものであるが、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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利用者に提供する体制を構築しており、他の指定

訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所

又は指定訪問看護事業所（以下この条において

「指定訪問介護事業所等」という。）との密接な

連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待す

ることができる場合であって、利用者の処遇に支

障がないときは、豊島区長（以下「区長」とい

う。）が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内

において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等と

の契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従

業者に行わせることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業者とは、雇用契約、労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の就

業条件の整備等に関する法律（昭和 60

年法律第 88号。以下「労働者派遣法」

という。）に規定する労働者派遣契約そ

の他の契約により、当該事業所の管理者

の指揮命令下にある訪問介護員等を指す

ものであること。なお、訪問看護サービ

スに従事する看護師等又は社会福祉士及

び介護福祉士法の規定に基づき、同法施

行規則（昭和 61年厚生省令第 49号）第

１条各号に規定する口腔内の喀痰吸引そ

の他の行為を業として行う訪問介護員等

については、労働者派遣法に基づく派遣

労働者（同法に規定する紹介予定派遣又

は同法第 40条の２第１項第３号又は第

４号に該当する場合を除く。）であって

はならないこと。 

③ 地域密着型条例第 33条第２項但書

は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者によって指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護を提供する

べきであるが、地域の実情に応じて、既
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存の地域資源・地域の人材を活用しなが

ら、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の実施を可能とする観点から、地域

の指定訪問介護事業所、指定夜間対応型

訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所

に対して、定期巡回サービス、随時対応

サービス、随時訪問サービス及び訪問看

護サービスの事業の一部を委託すること

ができることとしたものである。この場

合において、「事業の一部」の範囲につ

いては豊島区長（以下「区長」とい

う。）が判断することとなるが、同一時

間帯において、全ての利用者に対する定

期巡回サービス、随時対応サービス、随

時訪問サービス及び訪問看護サービスの

全てを委託してはならないという趣旨で

あることに留意すること。したがって、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所が定期巡回サービス、随時対応サ

ービス、随時訪問サービス及び訪問看護

サービスのいずれも提供しない時間帯が

生じることは認められないこと。なお、

事業の一部委託に当たっては契約に基づ

くこととし、当該契約において、当該委
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３ 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービ

スについては、区長が地域の実情を勘案して適切

と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託業務に要する委託料並びに利用者に関

する情報の取扱い方法、委託するサービ

スの具体的な実施方法、事故発生時等の

責任の所在及び緊急時等の対応方法等に

ついて定めるとともに、利用者に対して

当該契約の内容についての説明を十分に

行うこと。 

     （一部委託の例） 

     イ 利用者 50人を担当する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所

が、事業所の所在地と一定以上の距離

を有する地域に居住する利用者 10人

に係る定期巡回サービス、随時対応サ

ービス及び随時訪問サービスを当該利

用者が居住する地域に所在する指定訪

問介護事業所に委託 

     ロ 深夜帯における随時対応サービス及

び随時訪問サービスを、指定夜間対応

型訪問介護事業所に委託（指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所は

定期巡回サービスを実施） 

    ④ 地域密着型条例第 33条第３項は、随

時対応サービスに限り、複数の指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の
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随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づ

き、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一

体的に利用者又はその家族等からの通報を受ける

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間での一体的実施ができることとしたも

のである。この場合において、一体的実

施ができる範囲について区・都道府県を

越えることを妨げるものではなく、随時

対応サービスが単なる通報受け付けサー

ビスではないことを踏まえ、それぞれの

事業所における利用者情報（提供されて

いる具体的なサービスの内容、利用者の

心身の状況や家族の状況等）、事業所周

辺の医療機関の情報、随時の気象状況や

道路状況等、当該事業所が随時対応サー

ビスを行うために必要な情報が随時把握

されており、かつ、平均的な随時対応件

数を踏まえて適切な体制が確実に確保さ

れており、利用者の心身の状況に応じて

必要な対応を行うことができる場合に認

められるものであること。なお、一体的

実施に当たっては同一法人の事業所間に

限らず、別法人の事業所間でも認められ

るものであるが、この場合、契約に基づ

くこととし、当該契約において、当該業

務に要する委託料及び当該委託業務に要

する委託料並びに利用者に関する情報の

取扱い方法、随時訪問サービスの具体的



- 86 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。 

 

 

 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な実施方法、事故発生時等の責任の所在

及び緊急時等の対応方法等について定め

るとともに、利用者に対して当該契約の

内容についての説明を十分に行うこと。

なお随時対応サービスの一体的実施によ

り、随時対応サービスを行わない指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

は、当該時間帯における定期巡回サービ

ス、随時訪問サービス及び訪問看護サー

ビスについては、実施しなければならな

いこと。 

    ⑤ 地域密着型条例第 33条第４項は、当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の従業者たる訪問介護員等の質

の向上を図るため、研修機関が実施する

研修や当該事業所内の研修への参加の機

会を計画的に確保することとしたもので

あること。 

⑥ 同条第５項は、雇用の分野における男

女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（昭和47年法律第113号）第11条

第１項及び労働施策の総合的な推進並び

に労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律（昭和41年法律第132
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者の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号）第30条の２第１項の規定に基づき、

事業主には、職場におけるセクシュアル

ハラスメントやパワーハラスメント（以

下「職場におけるハラスメント」とい

う。）の防止のための雇用管理上の措置

を講じることが義務づけられていること

を踏まえ、規定したものである。事業主

が講ずべき措置の具体的内容及び事業主

が講じることが望ましい取組について

は、次のとおりとする。なお、セクシュ

アルハラスメントについては、上司や同

僚に限らず、利用者やその家族等から受

けるものも含まれることに留意するこ

と。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内

容は、事業主が職場における性的な言

動に起因する問題に関して雇用管理上

講ずべき措置等についての指針（平成

18年厚生労働省告示第615号）及び事

業主が職場における優越的な関係を背

景とした言動に起因する問題に関して

雇用管理上講ずべき措置等についての

指針（令和２年厚生労働省告示第５
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号。以下「パワーハラスメント指針」

という。）において規定されていると

おりであるが、特に留意されたい内容

は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその

周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容

及び職場におけるハラスメントを行

ってはならない旨の方針を明確化

し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）

に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじ

め定めること等により、相談への対

応のための窓口をあらかじめ定め、

労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のた

めの事業主の方針の明確化等の措置義

務については、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律等の一部を

改正する法律（令和元年法律第 24

号）附則第３条の規定により読み替え

られた労働施策の総合的な推進並びに
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労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律第 30条の２第１項

の規定により、中小企業（医療・介護

を含むサービス業を主たる事業とする

事業主については資本金が 5000万円

以下又は常時使用する従業員の数が

100人以下の企業）は、令和４年４月

１日から義務化となり、それまでの間

は努力義務とされているが、適切な勤

務体制の確保等の観点から、必要な措

置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組

について 

パワーハラスメント指針において

は、顧客等からの著しい迷惑行為（カ

スタマーハラスメント）の防止のため

に、事業主が雇用管理上の配慮として

行うことが望ましい取組の例として、

①相談に応じ、適切に対応するために

必要な体制の整備、②被害者への配慮

のための取組（メンタルヘルス不調へ

の相談対応、行為者に対して１人で対

応させない等）及び③被害防止のため

の取組（マニュアル作成や研修の実施
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等、業種・業態等の状況に応じた取

組）が規定されている。介護現場では

特に、利用者又はその家族等からのカ

スタマーハラスメントの防止が求めら

れていることから、イ（事業主が講ず

べき措置の具体的内容）の必要な措置

を講じるにあたっては、「介護現場に

おけるハラスメント対策マニュア

ル」、「（管理職・職員向け）研修の

ための手引き」等を参考にした取組を

行うことが望ましい。この際、上記マ

ニュアルや手引きについては、以下の

厚生労働省ホームページに掲載してい

るので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/ 

newpage05120.htm） 

加えて、都道府県において、地域医

療介護総合確保基金を活用した介護職

員に対する悩み相談窓口設置事業や介

護事業所におけるハラスメント対策推

進事業を実施している場合、事業主が

行う各種研修の費用等について助成等

を行っていることから、事業主はこれ

らの活用も含め、介護事業所における

https://ww/
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６ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、非常災害発生時に区の求めに応じ、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行えるよ

う人員の確保に努めなければならない。 

（平27条例16・平30条例19・令３条例 

３・一部改正） 

 

（業務継続計画の策定等） 

第33条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、感染症や非常災害の発生時におい

て、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供を継続的に実施するための、及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に

対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければな

らない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハラスメント対策を推進することが望

ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

（２３） 業務継続計画の策定等 

① 地域密着型条例第33条の２は、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、感染症や災害が発生した場合にあっ

ても、利用者が継続して指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供を受けら

れるよう、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画（以下「業務継続計

画」という。）を策定するとともに、当

該業務継続計画に従い、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者に対して、必

要な研修及び訓練（シミュレーション）

を実施しなければならないこととしたも
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は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

（令３条例３・追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のである。なお、業務継続計画の策定、

研修及び訓練の実施については、地域密

着型条例第33条の２に基づき事業所に実

施が求められるものであるが、他のサー

ビス事業者との連携等により行うことも

差し支えない。また、感染症や災害が発

生した場合には、従業者が連携し取り組

むことが求められることから、研修及び

訓練の実施にあたっては、全ての従業者

が参加できるようにすることが望まし

い。 

なお、当該義務付けの適用に当たって

は、豊島区指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備、運営等の基準に関する

条例（令和３年度豊島区条例第３号。以

下この条において「新条例」という。）

附則第３条第２項において、３年間の経

過措置を設けており、令和６年３月 31

日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記

載すること。なお、各項目の記載内容に

ついては、「介護施設・事業所における

新型コロナウイルス感染症発生時の業務

継続ガイドライン」、「介護施設・事業
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所における自然災害発生時の業務継続ガ

イドライン」を参照されたい。また、想

定される災害等は地域によって異なるも

のであることから、項目については実態

に応じて設定すること。なお、感染症及

び災害の業務継続計画を一体的に策定す

ることを妨げるものではない。さらに、

感染症に係る業務継続計画並びに感染症

の予防及びまん延の防止のための指針に

ついては、それぞれに対応する項目を適

切に設定している場合には、一体的に策

定することとして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整

備、感染症防止に向けた取組の実

施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所

との連携、濃厚接触者への対応、関

係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全

対策、電気・水道等のライフライン

が停止した場合の対策、必要品の備
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蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動

基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る

業務継続計画の具体的内容を職員間に共

有するとともに、平常時の対応の必要性

や、緊急時の対応にかかる理解の励行を

行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくた

めに、定期的（年１回以上）な教育を開

催するとともに、新規採用時には別に研

修を実施することが望ましい。また、研

修の実施内容についても記録すること。

なお、感染症の業務継続計画に係る研修

については、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修と一体的に実施するこ

とも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）において

は、感染症や災害が発生した場合におい

て迅速に行動できるよう、業務継続計画

に基づき、事業所内の役割分担の確認、

感染症や災害が発生した場合に実践する

ケアの演習等を定期的（年１回以上）に
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（衛生管理等） 

第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管

理を行わなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努

めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施するものとする。なお、感染症の業

務継続計画に係る訓練については、感染

症の予防及びまん延の防止のための訓練

と一体的に実施することも差し支えな

い。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手

法は問わないものの、机上及び実地で実

施するものを適切に組み合わせながら実

施することが適切である。 

 

（２４）衛生管理等 

① 地域密着型条例 34条第１項及び第２

項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者は、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者の清潔の保持及び健

康状態の管理並びに指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の設備及び備

品等の衛生的な管理に努めるべきことを

規定したものである。特に、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者は、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者が感染源となることを予防し、また定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

を感染の危険から守るため、使い捨ての
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３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所において感染症が発生し、又はまん延しな

いように、次の各号に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所における感染症の予防及びまん延の防止

のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装

置等」という。）を活用して行うことができる

ものとする。）をおおむね６月に１回以上開催

するとともに、その結果について、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手袋等感染を予防するための備品等を備

えるなど対策を講じる必要がある。 

② 同条第３項に規定する感染症が発生

し、又はまん延しないように講ずべき措

置については、具体的には次のイからハ

までの取扱いとすること。各事項につい

て、同項に基づき事業所に実施が求めら

れるものであるが、他のサービス事業者

との連携等により行うことも差し支えな

い。 

なお、当該義務付けの適用に当たって

は、新条例附則第３条第３項において、

３年間の経過措置を設けており、令和６

年３月31 日までの間は、努力義務とさ

れている。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及

びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会（以下「感染対策委員会」と

いう。）であり、感染対策の知識を有

する者を含む、幅広い職種により構成

することが望ましく、特に、感染症対

策の知識を有する者については外部の
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者も含め積極的に参画を得ることが望

ましい。構成メンバーの責任及び役割

分担を明確にするとともに、専任の感

染対策を担当する者（以下「感染対策

担当者」という。）を決めておくこと

が必要である。なお、同一事業所内で

の複数担当(※)の兼務や他の事業所・

施設等との担当 (※ )の兼務について

は、担当者としての職務に支障がなけ

れば差し支えない。ただし、日常的に

兼務先の各事業所内の業務に従事して

おり、利用者や事業所の状況を適切に

把握している者など、各担当者として

の職務を遂行する上で支障がないと考

えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥

瘡予防対策担当者（看護師が望ま

しい。）、感染対策担当者（看護師

が望ましい。）、事故の発生又はそ

の再発を防止するための措置を適

切に実施するための担当者、虐待

の発生又はその再発を防止するた

めの措置を適切に実施するための

担当者 
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感染対策委員会は、利用者の状況な

ど事業所の状況に応じ、おおむね６月

に１回以上、定期的に開催するととも

に、感染症が流行する時期等を勘案し

て必要に応じ随時開催する必要があ

る。 

また、感染対策委員会は、テレビ電

話装置等（リアルタイムでの画像を介

したコミュニケーションが可能な機器

をいう。以下同じ。）を活用して行う

ことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議

体を設置している場合、これと一体的

に設置・運営することとして差し支え

ない。また、事業所に実施が求められ

るものであるが、他のサービス事業者

との連携等により行うことも差し支え

ない。 
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(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所における感染症の予防及びまん延の防止

のための指針を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延

の防止のための研修及び訓練を定期的に実施す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のた

めの指針 

当該事業所における「感染症の予防

及びまん延の防止のための指針」に

は、平常時の対策及び発生時の対応を

規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の

衛生管理（環境の整備等）、ケアにか

かる感染対策（手洗い、標準的な予防

策）等、発生時の対応としては、発生

状況の把握、感染拡大の防止、医療機

関や保健所、市町村における事業所関

係課等の関係機関との連携、行政等へ

の報告等が想定される。また、発生時

における事業所内の連絡体制や上記の

関係機関への連絡体制を整備し、明記

しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の

例については、「介護現場における感

染対策の手引き」を参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のた

めの研修及び訓練 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者に対する「感染症の予防及びま
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ること。 

（令３条例３・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ん延の防止のための研修」の内容は、

感染対策の基礎的内容等の適切な知識

を普及・啓発するとともに、当該事業

所における指針に基づいた衛生管理の

徹底や衛生的なケアの励行を行うもの

とする。 

職員教育を組織的に浸透させていく

ためには、当該事業所が定期的な教育

（年１回以上）を開催するとともに、

新規採用時には感染対策研修を実施す

ることが望ましい。また、研修の実施

内容についても記録することが必要で

ある。 

なお、研修の実施は、厚生労働省

「介護施設・事業所の職員向け感染症

対策力向上のための研修教材」等を活

用するなど、事業所内で行うものでも

差し支えなく、当該事業所の実態に応

じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発

生した場合を想定し、発生時の対応に

ついて、訓練（シミュレーション）を

定期的（年１回以上）に行うことが必

要である。訓練においては、感染症発
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（掲示） 

第35条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体

制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項（以下この条において単に

「重要事項」という。）を掲示しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生時において迅速に行動できるよう、

発生時の対応を定めた指針及び研修内

容に基づき、事業所内の役割分担の確

認や、感染対策をした上でのケアの演

習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施

手法は問わないものの、机上及び実地

で実施するものを適切に組み合わせな

がら実施することが適切である。 

 

（２５）掲示 

① 地域密着型条例第35条第１項は、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、運営規程の概要、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者の勤務体制、

事故発生時の対応、苦情処理の体制、提

供するサービスの第三者評価の実施状況

（実施の有無、実施した直近の年月日、

実施した評価機関の名称、評価結果の開

示状況）等の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の見やすい場所に掲示することを規定

したものである。また、同条第３項は、
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指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、原則として、重要事項を当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者のウェブサイトに掲載しなければ

ならないことを規定したものであるが、

ウェブサイトとは、法人のホームページ

等又は介護サービス情報公表システムの

ことをいう。なお、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者は、重要事項

の掲示及びウェブサイトへの掲載を行う

にあたり、次に掲げる点に留意する必要

がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事

項を伝えるべき介護サービスの利用申

込者、利用者又はその家族に対して見

やすい場所のことであること。 

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者の勤務体制については、職種ご

と、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示

する趣旨であり、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者の氏名まで掲示

することを求めるものではないこと。 

ハ 介護保険法施行規則第140条の44各

号に掲げる基準に該当する指定定期巡
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２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、重要事項を記載した書面を当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、

かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、前項の規定による掲示に代えること

ができる。 

 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

（令３条例３・令６条例18・一部改正） 

 

（秘密保持等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回・随時対応型訪問介護看護事業者に

ついては、介護サービス情報制度にお

ける報告義務の対象ではないことか

ら、地域密着型条例第35条第３項の規

定によるウェブサイトへの掲載は行う

ことが望ましいこと。なお、ウェブサ

イトへの掲載を行わない場合も、同条

第１項の規定による掲示は行う必要が

あるが、これを同条第２項や地域密着

型条例第207条第１項の規定による措

置に代えることができること。 

② 同条第２項は、重要事項を記載したフ

ァイル等を介護サービスの利用申込者、

利用者又はその家族等が自由に閲覧可能

な形で当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所内に備え付けることで

同条第１項の掲示に代えることができる

ことを規定したものである。 

 

 

 

 

 

（２６）秘密保持等 
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第36条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。 

 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の従業者であった者が、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域密着型条例第 36条第１項は、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者その他の従業者に、その業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密の保

持を義務づけたものである。 

    ② 同条第２項は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者に対して、過去

に当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者その他の従業者であっ

た者が、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らすことがないよう

必要な措置を取ることを義務づけたもの

であり、具体的には、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者は、当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者その他の従業者が、従業者でな

くなった後においてもこれらの秘密を保

持すべき旨を、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者その他の従業者との雇

用時等に取り決め、例えば違約金につい

ての定めを置くなどの措置を講ずべきこ
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３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の

家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意

を、あらかじめ文書により得ておかなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広告） 

第37条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所について広告をする場合においては、その

内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

 

（指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁

止） 

第38条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ととするものである。 

    ③ 同条第３項は、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者がサービス担当者会

議等において、課題分析情報等を通じて

利用者の有する問題点や解決すべき課題

等の個人情報を、介護支援専門員や他の

サービスの担当者と共有するためには、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、あらかじめ、文書により利用

者又はその家族から同意を得る必要があ

ることを規定したものであるが、この同

意は、サービス提供開始時に利用者及び

その家族から包括的な同意を得ておくこ

とで足りるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

（２７）指定居宅介護支援事業者に対する利益

供与の禁止 

地域密着型条例第 38条は、居宅介護支 
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業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者

に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを

利用させることの対償として、金品その他の財産

上の利益を供与してはならない。 

 

 

 

 

（苦情処理） 

第39条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付け

るための窓口を設置する等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援の公正中立性を確保するために、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、指定居宅介護支援事業者又はその従業

者に対し、利用者に対して特定の事業者に

よるサービスを利用させることの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与して

はならないこととしたものである。 

 

（２８）苦情処理 

    ① 地域密着型条例第 39条第１項にいう

「必要な措置」とは、具体的には、相談

窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事

業所における苦情を処理するために講ず

る措置の概要について明らかにし、利用

申込者又はその家族にサービスの内容を

説明する文書に苦情に対する対応の内容

についても併せて記載するとともに、事

業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲

載すること等である。なお、ウェブサイ

トへの掲載に関する取扱いは、第三の一

の４の（２５）の①に準ずるものとす

る。 

    ② 同条第２項は、利用者及びその家族か

らの苦情に対し、指定定期巡回・随時対
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の内容等を記録しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護に関し、法第23条の規定により区が行う文書

その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該

区の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利

用者からの苦情に関して区が行う調査に協力する

とともに、区から指導又は助言を受けた場合にお

いては、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応型訪問介護看護事業者が組織として迅

速かつ適切に対応するため、当該苦情

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者が提供したサービスとは関係の

ないものを除く。）の受付日、その内容

等を記録することを義務づけたものであ

る。また、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者は、苦情がサービスの

質の向上を図る上での重要な情報である

との認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、

サービスの質の向上に向けた取組を行う

ことが必要である。なお、地域密着型条

例第 43条第２項の規定に基づき、苦情

の内容等の記録は、２年間保存しなけれ

ばならない。 

    ③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処

理に関する業務を行うことが位置付けら

れている国民健康保険団体連合会のみな

らず、住民に最も身近な行政庁であり、

かつ、保険者である区が、サービスに関

する苦情に対応する必要が生ずることか

ら、区についても国民健康保険団体連合

会と同様に、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者に対する苦情に関す
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４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、区からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を区に報告しなければならない。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保

険団体連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第

192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団

体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第176条

第１項第３号の調査に協力するとともに、国民健

康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け

た場合においては、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならない。 

６ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった

場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体

連合会に報告しなければならない。 

 

（地域との連携等） 

第40条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地

域住民の代表者、地域の医療関係者、区の職員又

は法第115条の46第１項に規定する地域包括支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る調査や指導、助言を行えることを運営

基準上、明確にしたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２９）地域との連携等 

    ① 地域密着型条例第 40条第１項に定め

る介護・医療連携推進会議は、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

が、利用者、地域の医療関係者、区の職

員、地域住民の代表者等に対し、提供し
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センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護について知見を有する者等により構成される

協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。ただし、利用者又はその家族

（以下この項、第60条の17第１項及び第88条にお

いて「利用者等」という。）が参加する場合にあ

っては、テレビ電話装置等の活用について当該利

用者等の同意を得なければならない。）（以下こ

の項において「介護・医療連携推進会議」とい

う。）を設置し、おおむね６月に１回以上、介

護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介

護・医療連携推進会議による評価を受けるととも

に、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助

言等を聴く機会を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ているサービス内容等を明らかにするこ

とにより、地域に開かれたサービスとす

ることで、サービスの質の確保を図るこ

と及び当該会議において、地域における

介護及び医療に関する課題について関係

者が情報共有を行い、介護と医療の連携

を図ることを目的として設置するもので

あり、各事業所が自ら設置すべきもので

ある。この介護・医療連携推進会議は、

事業所の指定申請時には、既に設置され

ているか、確実な設置が見込まれること

が必要となるものである。また、地域住

民の代表者とは、町内会役員、民生委

員、老人クラブの代表等が、地域の医療

関係者とは、地方医師会の医師等、地域

の医療機関の医師や医療ソーシャルワー

カー等が考えられる。 

また、介護・医療連携推進会議は、テ

レビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。ただし、利用者又はそ

の家族（以下この①において「利用者

等」という。）が参加する場合にあって

は、テレビ電話装置等の活用について当

該利用者等の同意を得なければならな
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い。なお、テレビ電話装置等の活用に当

たっては、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

      なお、介護・医療連携推進会議の効率

化や、事業所間のネットワーク形成の促

進等の観点から、次に掲げる条件を満た

す場合においては、複数の事業所の介

護・医療連携推進会議を合同で開催して

差し支えない。 

イ 利用者等については匿名とするな

ど、個人情報・プライバシーを保護す

ること。 

 ロ 同一の日常生活圏域内に所在する事

業所であること。ただし、事業所間の

ネットワーク形成の促進が図られる範

囲で、地域の実情に合わせて、豊島区

の区域の単位等内に所在する事業所で

あっても差し支えないこと。 

ハ 合同で開催する回数が、１年度に開

催すべき介護・医療連携推進会議の開
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催回数の半数を超えないこと。 

ニ ②の外部評価を行う介護・医療連携

推進会議は、単独で開催すること。 

    ② 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所は、１年に１回以上、サービス

の改善及び質の向上を目的として、各事

業所が自ら提供するサービスについて評

価・点検（自己評価）を行うとともに、

当該自己評価結果について、介護・医療

連携推進会議において第三者の観点から

サービスの評価（外部評価）を行うこと

とし、実施に当たっては以下の点に留意

すること。 

     イ 自己評価は、事業所が自ら提供する

サービス内容について振り返りを行

い、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所として提供するサービス

について個々の従業者の問題意識を向

上させ、事業所全体の質の向上につな

げていくことを目指すものである。 

     ロ 外部評価は、介護・医療連携推進会

議において、当該事業所が行った自己

評価結果に基づき、当該事業所で提供

されているサービスの内容や課題等に
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ついて共有を図るとともに、利用者、

地域の医療関係者、区の職員、地域住

民の代表者等が第三者の観点から評価

を行うことにより、新たな課題や改善

点を明らかにすることが必要である。 

     ハ このようなことから、介護・医療連

携推進会議において当該取組を行う場

合には、区の職員又は地域包括支援セ

ンター職員、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護に知見を有し公正・中

立な第三者の立場にある者の参加が必

要であること。 

     ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、

利用者及び利用者の家族へ提供すると

ともに、「介護サービスの情報公表制

度」に基づく介護サービス情報公表シ

ステムを活用し公表することが考えら

れるが、法人のホームページへの掲

載、独立行政法人福祉医療機構が運営

する「福祉医療情報ネットワークシス

テム（ＷＡＭＮＥＴ）」の利用、事業

所内の外部の者にも確認しやすい場所

への掲示、区の窓口や地域包括支援セ

ンターへの掲示等により公表すること
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２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、前項の報告、評価、要望、助言等についての

記録を作成するとともに、当該記録を公表しなけ

ればならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、その事業の運営に当たっては、提供した指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用

者からの苦情に関して区等が派遣する者が相談及

び援助を行う事業その他の区が実施する事業に協

力するよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も差し支えない。 

     ホ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の特性に沿った自己評価及び外部

評価の在り方については、平成 24年

度老人保健健康増進等事業「定期巡

回・随時対応サービスにおける自己評

価・外部評価の在り方に関する調査研

究事業」（一般社団法人 24時間在宅ケ

ア研究会）を参考に行うものとし、サ

ービスの改善及び質の向上に資する適

切な手法により行うこと。 

    ③ 介護・医療連携推進会議における報告

等の記録は、地域密着型条例第 43条第

２項の規定に基づき、２年間保存しなけ

ればならない。 

    ④ 地域密着型条例第 40条第３項は、地

域密着型条例第３条第２項の趣旨に基づ

き、介護サービス相談員を派遣する事業

を積極的に受け入れる等、区との密接な

連携に努めることを規定したものであ

る。なお、「区が実施する事業」には、

介護サービス相談員派遣事業のほか、広

く区が老人クラブ、婦人会その他の非営

利団体や住民の協力を得て行う事業が含
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４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者

に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を提供する場合には、正当な理由がある場合を除

き、当該建物に居住する利用者以外の者に対して

も、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まれるものである。 

    ⑤ 同条第４項は、高齢者向け集合住宅等

と同一の建物に所在する指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所が当該高

齢者向け集合住宅等に居住する要介護者

に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護を提供する場合、当該高齢者向け集合

住宅等に居住する要介護者のみを対象と

したサービス提供が行われないよう、第

11条の正当な理由がある場合を除き、地

域包括ケア推進の観点から地域の要介護

者にもサービス提供を行わなければなら

ないことを定めたものである。なお、こ

うした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じ

て区が条例等を定める場合や、地域密着

型サービス運営委員会等の意見を踏まえ

て指定の際に条件を付す場合において、

例えば、当該事業所の利用者のうち、一

定割合以上を当該集合住宅以外の利用者

とするよう努める、あるいはしなければ

ならない等の規定を設けることは差し支

えないものである。この際、自立支援や

重度化防止等につながるようなサービス

提供がなされているか等、サービスの質
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５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、地域住民との意見交換等により、非常時にお

ける協力者の確保等、地域との関わりを強める取

組に努めなければならない。 

（平30条例19・令３条例３・一部改正） 

 

（事故発生時の対応） 

第41条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合

は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係

る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処

置について記録しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ない。 

（平28条例16・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が担保されているかが重要であることに

留意すること。 

 

 

 

 

 

 

（３０）事故発生時の対応 

     地域密着型条例第 41条は、利用者が安 

心して指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供を受けられるよう事故発生時の

速やかな対応を規定したものである。指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、利用者に対する指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供により事故が発生

した場合には、市町村、当該利用者の家

族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者

等に対して連絡を行う等の必要な措置を講

じるべきこととするとともに、当該事故の

状況及び事故に際して採った処置について

記録しなければならないこととしたもので

ある。また、利用者に対する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供により
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賠償すべき事故が発生した場合には、損害

賠償を速やかに行わなければならないこと

としたものである。なお、地域密着型条例

第 43条第２項の規定に基づき、事故の状

況及び事故に際して採った処置についての

記録は、２年間保存しなければならない。

このほか、以下の点に留意するものとす

る。 

    ① 利用者に対する指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供により事故が発

生した場合の対応方法については、あら

かじめ指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者が定めておくことが望まし

いこと。 

    ② 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、賠償すべき事態において速

やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくか、又は賠償資力を有する

ことが望ましいこと。 

    ③ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、事故が生じた際にはその原

因を解明し、再発生を防ぐための対策を

講じること。 
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（虐待の防止） 

第41条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止する

ため、次の各号に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３１）虐待の防止 

地域密着型条例第41条の２は虐待の防止

に関する事項について規定したものであ

る。虐待は、法の目的の一つである高齢者

の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深

刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は虐待の防止のために必要な措置を講じ

なければならない。虐待を未然に防止する

ための対策及び発生した場合の対応等につ

いては、「高齢者虐待の防止、高齢者の養

護者に対する支援等に関する法律」（平成

17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止

法」という。）に規定されているところで

あり、その実効性を高め、利用者の尊厳の

保持・人格の尊重が達成されるよう、次に

掲げる観点から虐待の防止に関する措置を

講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重

に対する配慮を常に心がけながらサービ

ス提供にあたる必要があり、第３条の一

般原則に位置付けられているとおり、研
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修等を通じて、従業者にそれらに関する

理解を促す必要がある。同様に、従業者

が高齢者虐待防止法等に規定する養介護

事業の従業者としての責務・適切な対応

等を正しく理解していることも重要であ

る。 

・虐待等の早期発見 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の従業者は、虐待等又はセル

フ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を

発見しやすい立場にあることから、これ

らを早期に発見できるよう、必要な措置

（虐待等に対する相談体制、区の通報窓

口の周知等）がとられていることが望ま

しい。また、利用者及びその家族からの

虐待等に係る相談、利用者から区への虐

待の届出について、適切な対応をするこ

と。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに区

の窓口に通報される必要があり、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は当該通報の手続が迅速かつ適切に行わ

れ、区等が行う虐待等に対する調査等に
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(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所における虐待の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図る

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早

期発見に加え、虐待等が発生した場合はそ

の再発を確実に防止するために次に掲げる

事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たって

は、新条例附則第３条第１項において、３

年間の経過措置を設けており、令和６年３

月31日までの間は、努力義務とされてい

る。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委

員会（第１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する

委員会」（以下「虐待防止検討委員会」

という。）は、虐待等の発生の防止・早

期発見に加え、虐待等が発生した場合は

その再発を確実に防止するための対策を

検討する委員会であり、管理者を含む幅

広い職種で構成する。構成メンバーの責

務及び役割分担を明確にするとともに、

定期的に開催することが必要である。ま

た、事業所外の虐待防止の専門家を委員

として積極的に活用することが望まし

い。 
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一方、虐待等の事案については、虐待

等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微な

ものであることが想定されるため、その

性質上、一概に従業者に共有されるべき

情報であるとは限られず、個別の状況に

応じて慎重に対応することが重要であ

る。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会

議体を設置している場合、これと一体的

に設置・運営することとして差し支えな

い。また、事業所に実施が求められるも

のであるが、他のサービス事業者との連

携により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ

電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。この際、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、

次のような事項について検討することと

する。その際、そこで得た結果（事業所
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(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所における虐待の防止のための指針を整備

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

における虐待に対する体制、虐待等の再

発防止策等）は、従業者に周知徹底を図

る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内

の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関

すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容

に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報

告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、

区への通報が迅速かつ適切に行われる

ための方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原

因等の分析から得られる再発の確実な

防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、

その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者が整備する「虐待の防止のため

の指針」には、次のような項目を盛り込

むこととする。 
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(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 事業所における虐待の防止に関する

基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内

の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関す

る基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に

関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告

体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事

項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する

事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に

関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必

要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研

修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研

修の内容としては、虐待等の防止に関す

る基礎的内容等の適切な知識を普及・啓

発するものであるとともに、当該指定定
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(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

（令３条例３・追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

における指針に基づき、虐待の防止の徹

底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくた

めには、当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者が指針に基づいた研

修プログラムを作成し、定期的な研修

（年１回以上）を実施するとともに、新

規採用時には必ず虐待の防止のための研

修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録

することが必要である。研修の実施は、

事業所内での研修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施

するための担当者（第４号） 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所における虐待を防止するための

体制として、①から③までに掲げる措置

を適切に実施するため、専任の担当者を

置くことが必要である。当該担当者とし

ては、虐待防止検討委員会の責任者と同

一の従業者が務めることが望ましい。な

お、同一事業所内での複数担当(※)の兼

務や他の事業所・施設等との担当(※)の
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（会計の区分） 

第42条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とそ

の他の事業の会計を区分しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兼務については、担当者としての職務に

支障がなければ差し支えない。ただし、

日常的に兼務先の各事業所内の業務に従

事しており、利用者や事業所の状況を適

切に把握している者など、各担当者とし

ての職務を遂行する上で支障がないと考

えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡

予防対策担当者（看護師が望まし

い。）、感染対策担当者（看護師が望ま

しい。）、事故の発生又はその再発を防

止するための措置を適切に実施するた

めの担当者、虐待の発生又はその再発

を防止するための措置を適切に実施す

るための担当者 

 

（３２）会計の区分 

     地域密着型条例第 42条は、指定定期巡 

回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指 

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

所ごとに経理を区分するとともに、指定定 

期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の 

会計とその他の事業の会計を区分しなけれ 

ばならないこととしたものであるが、具体 
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（記録の整備） 

第43条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から２年間保存しなけれ

ばならない。 

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

(2) 第21条第２項の規定による提供した具体的な

サービスの内容等の記録 

(3) 第26条第２項に規定する主治の医師による指

示の文書 

(4) 第27条第10項に規定する訪問看護報告書 

(5) 第25条第９号の規定による身体的拘束等の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(6) 第29条の規定による市町村への通知に係る記

録 

(7) 第39条第２項の規定による苦情の内容等の記

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的な会計処理の方法等については、別に通 

知するところによるものであること。 

 

（３３）記録の整備 

地域密着型条例第43条第２項は、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が

同項各号に規定する記録を整備し、２年間

保存しなければならないこととしたもので

ある。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利

用者につき、契約の終了（契約の解約・解

除、他の施設への入所、利用者の死亡、利

用者の自立等）により一連のサービス提供

が終了した日を指すものとする。 

また、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が保険医療機関である場合

は、地域密着型条例第 43条により整備す

べき記録のうち、訪問看護サービス利用者

に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画、指示書及び訪問看護報告書について

は、診療録及び診療記録の保存でも差し支

えない。 
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録 

(8) 第41条第２項の規定による事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 

（平28条例16・令６条例18・一部改正） 

 

第５節 連携型指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の人員及び運営に関

する基準の特例 

（適用除外） 

 

第44条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

うち法第８条第15項第２号に該当するものをい

う。次条において同じ。）の事業を行う者（以下

「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所」という。）ごとに置くべき定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数に

ついては、第７条第１項第４号、第９項、第10項

及び第12項の規定は適用しない。 

２ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者については、第26条、第27条第４項（同条

第９項において準用する場合を含む。）、第５項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の事業 

 

（１）連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介 

護看護の基準 

     連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介 

護看護事業所においては、訪問看護サービ 

スの提供を行わず、連携指定訪問看護事業 

所が行うこととなる。したがって、訪問看 

護サービスに係る人員、設備及び運営基準 

が適用されないことを除けば、連携型指定 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護以外の 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（以下「一体型指定定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護」という。）に係る基準が全 

て適用されることになるので、１から４ま 

で（訪問看護サービスの提供に係る事項を 

除く。）を参照されたい。 
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（同条第９項において準用する場合を含む。）及

び第10項から第12項まで並びに第43条第２項第３

号及び第４号の規定は適用しない。 

 

（指定訪問看護事業者との連携） 

 

第45条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所ごとに、当該連携型指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に

対して指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事

業者と連携しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、連携する指定訪問看護事業者（以下こ

の項において「連携指定訪問看護事業者」とい

う。）との契約に基づき、当該連携指定訪問看護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定訪問看護事業者との連携（地域密着 

型条例第 45条） 

    ① 地域密着型条例第45条第１項は、連携

型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の事業を実施する場合は、地域の指定

訪問看護事業所との連携を図ることとさ

れており、この連携を行う指定訪問看護

事業所については、指定申請時において

は地域の指定訪問看護事業所から任意に

選定することになるが、事業開始以降、

訪問看護を利用しようとする利用者が当

該指定訪問看護事業所からのサービス提

供を受けることを選択しない場合は、当

該利用者が選択した指定訪問看護事業所

との連携が必要となることとしたもので

ある。 

    ② 地域密着型条例第45条第２項は、連携

型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所は、連携指定訪問看護事業所と

の契約に基づき、次に掲げる事項につい



- 128 - 

 

事業者から、次の各号に掲げる事項について必要

な協力を得なければならない。 

(1) 第27条第３項に規定するアセスメント 

(2) 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体

制の確保 

(3) 第40条第１項に規定する介護・医療連携推進

会議への参加 

(4) その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の提供に当たって必要な指導及び助言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て必要な協力をしなければならないこと

としたものである。なお、当該連携に要

する経費については、連携型指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所と連

携指定訪問看護事業所との間の契約に基

づく委託料として、両者の合意の下、適

切に定めること。 

     イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画の作成に当たっての、看護職員に

よるアセスメント及びモニタリングの

実施 

     ロ 随時対応サービスの提供に当たっ

て、看護職員による対応が必要と判断

された場合に確実に連絡が可能な体制

の確保 

     ハ 介護・医療連携推進会議への参加 

     ニ その他必要な指導及び助言 

      なお、イについては、連携指定訪問看

護事業所の利用者に関しては、指定訪問

看護の提供時に把握した利用者の心身の

状況について情報共有を図ることで足り

るほか、連携指定訪問看護事業所の利用

者以外に関しても、連携指定訪問看護事

業所の職員が必ず行わなければならない
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ものではなく、連携型指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所のオペレー

ターとして従事する保健師、看護師又は

准看護師や、当該連携型指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業者が実施す

る他の事業に従事する保健師、看護師又

は准看護師により実施することも差し支

えない。この場合において、当該アセス

メント及びモニタリングの結果について

は連携指定訪問看護事業所に情報提供を

行わなければならないこと（連携型指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者が実施する他の事業に従事する者が行

う場合の取扱いについては、４の（１

７）の③も併せて参照すること。）。 

    ③ １の指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が、一体型指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の事業と連携型

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の事業を併せて行うことは差し支えな

い。この場合において、次の点に留意さ

れたい。 

     イ 当該事業所における指定申請は複数

必要とはならないこと 
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第10章 事業者の指定に関する基準 

（地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に係る

基準） 

第204条 法第78条の２第１項の条例で定める数

は、29人以下とする。  

 

（申請者が有する法人格の基準） 

第205条 法第78条の２第４項第１号の条例で定め

る者とは、法人等その他規則で定める者とする。 

（平30条例19・一部改正） 

 

 

 

（事業所の指定に係る特例） 

第206条 法第78条の２第１項の申請に係る事業所

が区の区域の外にある場合において、当該事業所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（申請者が有する法人格の基準） 

第９条 条例第205条に規定する法人等その他規則

で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開

設している者（複合型サービス（看護小規模多機

能型居宅介護に限る。）に係る指定の申請に限

る。）とする。 

（平30規則41・追加） 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年９月２日規則第129号） 

     ロ 人員及び設備基準については、一体

型指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護に係る当該基準を満たすことで、

いずれの事業の基準も満たすこと 

     ハ 利用者に対し十分に説明を行った上

で、いずれの事業によるサービス提供

を受けるか選択させること 
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が所在する市町村（特別区を含む。）の指定地域

密着型サービス事業者の指定を受けているとき

は、この条例に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

 

第11章 雑則 

（電磁的記録等） 

第207条 指定地域密着型サービス事業者及び指定

地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、この条例

の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるもの（第13条第１項（第60条、第60条の

20、第60条の20の３、第60条の38、第81条、第

109条、第129条、第150条、第178条、第190条及

び第203条において準用する場合を含む。）、第

116条第１項、第137条第１項及び第156条第１項

（第190条において準用する場合を含む。）並び

に次項に規定するものを除く。）については、書

面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日規則第41号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五 雑則 

 １ 電磁的記録について 

地域密着型条例第 207 条第１項及び地域密着

型予防条例第94条第１項は、指定地域密着型サ

ービス事業者及び指定地域密着型サービスの提

供に当たる者等（以下「事業者等」という。）

の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、

事業者等は、この条例で規定する書面（被保険

者証に関するものを除く。）の作成、保存等を

次に掲げる電磁的記録により行うことができる

こととしたものである。 

（１）電磁的記録による作成は、事業者等の使

用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録する方法または磁気ディスク等をも

って調製する方法によること。 

（２）電磁的記録による保存は、以下のいずれ

かの方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使

用に係る電子計算機に備えられたファイ
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することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。）により行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密

着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以

下「交付等」という。）のうち、この条例の規定

において書面で行うことが規定されている又は想

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ル又は磁気ディスク等をもって調製する

ファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ

等により読み取ってできた電磁的記録を

事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイル又は磁気ディスク等をも

って調製するファイルにより保存する方

法 

（３）その他、地域密着型条例第207条第１項

及び地域密着型予防条例第94条第１項にお

いて電磁的記録により行うことができると

されているものは、（１）及び（２）に準

じた方法によること。 

（４）また、電磁的記録により行う場合は、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守すること。 

２ 電磁的方法について 

地域密着型条例第207条第２項及び地域密着

型予防条例第94条第２項は、利用者及びその家

族等（以下「利用者等」という。）の利便性向

上並びに事業者等の業務負担軽減等の観点か
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定されるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的

方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識す

ることができない方法をいう。）によることがで

きる。 

（令３条例３・追加、令６条例18・一部改

正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら、事業者等は、書面で行うことが規定されて

いる又は想定される交付等（交付、説明、同

意、承諾、締結その他これに類するものをい

う。）について、事前に利用者等の承諾を得た

上で、次に掲げる電磁的方法によることができ

ることとしたものである。 

（１）電磁的方法による交付は、地域密着型条

例第10条第２項から第６項まで及び地域密

着型予防条例第12条第２項から第６項まで

の規定に準じた方法によること。 

（２）電磁的方法による同意は、例えば電子メ

ールにより利用者等が同意の意思表示をし

た場合等が考えられること。なお、「押印

についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣

府・法務省・経済産業省）」を参考にする

こと。 

（３）電磁的方法による締結は、利用者等・事

業者等の間の契約関係を明確にする観点か

ら、書面における署名又は記名・押印に代

えて、電子署名を活用することが望ましい

こと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業

省）」を参考にすること。 

（４）その他、地域密着型条例第207条第２項
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（委任） 

第208条 この条例に定めるもののほか、この条例

の施行について必要な事項は、規則で定める。 

（令３条例３・旧第207条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成25年４月１日から施行す

及び地域密着型予防条例第94条第２項にお

いて電磁的方法によることができるとされ

ているものは、（１）から（３）までに準

じた方法によること。ただし、地域密着型

条例若しくは地域密着型予防条例又はこの

通知の規定により電磁的方法の定めがある

ものについては、当該定めに従うこと。 

（５）また、電磁的方法による場合は、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療

情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等を遵守すること。 

附 則 

この要領は、決定の日から施行する。 

（別紙様式） （略） 
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る。 

（経過措置） 

第２条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令

（平成18年政令第154号）附則第３条の規定によ

り指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた

者に係る第63条第２項及び第67条第２項の規定の

適用については、第63条第２項中「者であって、

厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」

とあるのは「者」と、第67条第２項中「者であっ

て、第63条第２項に規定する厚生労働大臣が定め

る研修を修了しているもの」とあるのは「者」と

する。 

第３条 介護保険法等の一部を改正する法律（平成

17年法律第77号。以下「平成17年改正法」とい

う。）附則第10条第２項の規定により指定認知症

対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定

認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所で

あって、指定地域密着型サービスの人員、設備及

び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34

号。以下「基準省令」という。）の施行の際現に

２を超える共同生活住居を有しているものは、当

分の間、第114条第１項の規定にかかわらず、当

該共同生活住居を有することができる。 

第４条 平成17年改正法附則第10条第２項の規定に
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より指定認知症対応型共同生活介護事業者とみな

された者が指定認知症対応型共同生活介護の事業

を行う事業所の共同生活住居であって、基準省令

の施行の日（以下「基準省令施行日」という。）

の前日において指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する

省令（平成11年厚生省令第96号）附則第２項の規

定の適用を受けていたものについては、第114条

第４項の規定は適用しない。 

第５条 平成17年改正法附則第10条第２項の規定に

より指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者とみなされた者が指定地域密着型特定施設入居

者生活介護の事業を行う指定地域密着型特定施設

の介護居室であって、基準省令の施行の際現に定

員４人以下であるものについては、第133条第４

項第１号アの規定は適用しない。 

第６条 平成17年改正法附則第10条第３項の規定に

より指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされ

た指定介護老人福祉施設（以下「みなし指定地域

密着型介護老人福祉施設」という。）であって、

基準省令施行日の前日において指定介護老人福祉

施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11

年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設

基準」という。）附則第４条第１項の規定の適用
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を受けていたものに係る第153条第１項第１号の

規定の適用については、同号ア中「２人」とある

のは「原則として４人」と、同号イ中「10.65平

方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、

4.95平方メートル」とする。 

２ みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であっ

て、基準省令施行日の前日において指定介護老人

福祉施設基準附則第４条第２項の規定の適用を受

けていたものに係る前項の規定の適用について

は、同項中「原則として４人」とあるのは「８

人」とする。 

（平30条例19・令３条例３・一部改正） 

第７条 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設で

あって、基準省令施行日の前日において指定介護

老人福祉施設基準附則第５条の規定の適用を受け

ていたものについては、第153条第１項第７号ア

（食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分

に限る。）の規定は、当分の間適用しない。 

第８条 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設で

あって、基準省令施行日の前日において平成15年

改正省令附則第３条第２項の規定の適用を受けて

いたものに係る第181条第１項第１号イ（イ）の

規定の適用については、同号イ（イ）中「２平方

メートルに当該共同生活室が属するユニットの入
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居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは

「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生

活を営むのに必要な広さ」とする。 

第９条 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設に

併設される指定短期入所生活介護事業所等のう

ち、基準省令の施行の際現にその入所定員が当該

みなし指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定

員を超えているもの（建築中のものを含む。）に

ついては、第152条第14項の規定は適用しない。 

第10条 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部

を改正する法律附則第130条の２第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた介護保険

法施行令（平成10年政令第412号）第４条第２項

に規定する病床に係るものに限る。以下この条及

び附則第12条において同じ。）又は療養病床を有

する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を令

和６年３月31日までの間に転換（当該病院の一般

病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させ

るとともに、当該病院の施設を介護老人保健施

設、軽費老人ホーム（老人福祉法第20条の６に規

定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）その

他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入

居させるための施設の用に供することをいう。）

し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しよ
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うとする場合において、当該転換に係る食堂及び

機能訓練室については、第153条第１項第７号ア

の規定にかかわらず、食堂は、１平方メートルに

入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練

室は、40平方メートル以上の面積を有しなければ

ならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行

う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に

支障がない広さを確保することができるときは、

同一の場所とすることができるものとする。 

（平30条例19・令元条例２・一部改正） 

第11条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一

般病床又は療養病床を令和６年３月31日までの間

に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の病

床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を

介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介

護者、要支援者その他の者を入所又は入居させる

ための施設の用に供することをいう。）し、指定

地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする

場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練

室については、第153条第１項第７号アの規定に

かかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに

適合するものとする。 

(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さ

を有するものとし、その合計した面積は、３平
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方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上と

すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を

行う場合において、当該食事の提供又は機能訓

練に支障がない広さを確保することができると

きは、同一の場所とすることができること。 

(2) 食堂は、１平方メートルに入所定員を乗じて

得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メ

ートル以上の面積を有すること。ただし、食事

の提供又は機能訓練を行う場合において、当該

食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確

保することができるときは、同一の場所とする

ことができること。 

（平30条例19・令元条例２・一部改正） 

第12条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有

する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床

又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の

一般病床若しくは療養病床を令和６年３月31日ま

での間に転換（当該病院の一般病床、精神病床若

しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しく

は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該

病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費

老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の

者を入所又は入居させるための施設の用に供する

ことをいう。）し、指定地域密着型介護老人福祉
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施設を開設しようとする場合において、第153条

第１項第８号及び第181条第１項第４号の規定に

かかわらず、当該転換に係る廊下の幅について

は、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅

は、1.6メートル以上とする。 

（平30条例19・令元条例２・一部改正） 

第13条 指定地域密着型介護老人福祉施設であっ

て、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平

成23年厚生労働省令第106号。以下、「平成23年

改正省令）という。）による改正前の指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（以下「指定地域密着型サービス旧基準」

という。）第170条に規定する一部ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設であるもの（平成

23年改正省令の施行の際現に改修、改築又は増築

中の指定地域密着型介護老人福祉施設であって、

平成23年改正省令の施行後に指定地域密着型サー

ビス旧基準第170条に規定する一部ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設に該当することと

なるものを含む。以下「一部ユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設」という。）について

は、平成23年改正省令の施行後最初の指定の更新

までの間は、なお従前の例によることができる。 
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２ 平成23年改正省令の施行の際現に指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準（以下「指定地域密着型サービス基準」とい

う。）第131条第４項に規定する本体施設（以下

「本体施設」という。）である一部ユニット型指

定介護老人福祉施設については、平成23年改正省

令の施行後入所定員の減少により指定地域密着型

介護老人福祉施設（以下「第１変更後指定地域密

着型介護老人福祉施設」という。）となった場合

においても、当分の間、本体施設とみなす。 

３ 平成23年改正省令の施行の際現に一部ユニット

型指定介護老人福祉施設に併設されている指定居

宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を

行っている事業所又は介護保険法第53条第１項に

規定する指定介護予防サービスに該当する介護予

防短期入所生活地域密着型介護老人福祉施設に併

設され、その利用定員が当該第１変更後指定地域

密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るもの

については、当分の間、指定地域密着型サービス

基準第131条第14項の規定は、適用しない。 

４ 平成23年改正省令の施行の際現に一部ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設に併設されて

いる指定居宅サービスに該当する短期入所生活介

護の事業を行っている事業所又は介護保険法第53
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条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当

する介護予防短期入所生活介護の事業を行ってい

る事業所であって、平成23年改正省令の施行後に

第２変更後指定地域密着型介護老人福祉施設（当

該一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設のうち、平成23年改正省令の施行後に指定地域

密着型介護老人福祉施設となり、かつ、入所定員

が減少したものをいう。以下同じ。）に併設さ

れ、その利用定員が当該第２変更後指定地域密着

型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものにつ

いては、当分の間、指定地域密着型サービス基準

第131条第14項の規定は、適用しない。 

第14条 この条例の施行の際現に介護保険法第42条

の２第１項本文の規定に基づく指定を受けている

地域密着型介護老人福祉施設（この条例の施行の

後に増築され、又は改築された部分を除く。）に

ついて、第153条第１項第１号アの規定を適用す

る場合においては、同号ア中「１人」とあるのは

「４人以下」とする。 

附 則（平成27年３月20日条例第16号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成27年４月１日から施行す

る。 

第２条 地域における医療及び介護の総合的な確保
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を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（以下「整備法」という。）附則第11条又は第14

条第２項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた整備法第５条の規定（整備法附則第１条

第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前

の介護保険法（以下「平成23年改正法」とい

う。）第53条第１項に規定する指定介護予防サー

ビスに該当する平成23年改正法第８条の２第２項

に規定する介護予防訪問介護又は法第54条第１項

第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該

当する平成23年改正法第８条の２第２項に規定す

る介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサー

ビスについては、この条例による改正前の豊島区

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運

営等の基準に関する条例（以下「平成25年豊島区

指定地域密着型サービス基準条例」という。）第

７条第２項の規定はなおその効力を有する 

（介護予防通所介護に関する経過措置） 

第３条 平成23年改正法第53条第１項に規定する指

定介護予防サービスに該当する平成23年改正法第

８条の２第７項に規定する介護予防通所介護又は

法第54条第１項第２号に規定する基準該当介護予

防サービスに該当する平成23年改正法第８条の２

第７項に規定する介護予防通所介護若しくはこれ
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に相当するサービスについては、平成25年豊島区

指定地域密着型サービス基準条例第152条第13項

の規定はなおその効力を有する。 

附 則（平成28年３月18日条例第16号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成28年４月１日から施行す

る。 

附 則（平成30年３月27日条例第19号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成30年４月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

第２条 第131条の規定にかかわらず、療養病床等

を有する病院又は病床を有する診療所の開設者

が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床

を令和６年３月31日までの間に転換（当該病院の

療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少

させるとともに、当該病院等の施設を介護医療

院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者

その他の者を入所又は入居させるための施設の用

に供することをいう。次条において同じ。）を行

って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事

業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設

（介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しく



- 146 - 

 

は診療所に併設される指定地域密着型特定施設を

いう。以下この条及び次条において同じ。）の生

活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の

員数の基準は、次のとおりとする。 

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施

設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該

医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用

者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、置かないことができること。 

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機

関併設型地域密着型特定施設の実情に応じた適

当数 

（令元条例２・一部改正） 

第３条 第133条の規定にかかわらず、療養病床等

を有する病院又は病床を有する診療所の開設者

が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床

を令和６年３月31日までの間に転換を行って指定

地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う

場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設に

おいては、併設される介護老人保健施設、介護医

療院又は病院若しくは診療所の施設を利用するこ

とにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特

定施設の利用者の処遇が適切に行われると認めら
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れるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型

特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことが

できる。 

（令元条例２・一部改正） 

（豊島区指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正す

る条例の一部改正） 

第４条 豊島区指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備、運営等の基準に関する条例の一部を改

正する条例（平成28年豊島区条例第16号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成30年７月10日条例第39号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年７月９日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月24日条例第３号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日（以下「施

行日」という。）から施行する。 

（豊島区指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備、運営等の基準に関する条例の一部改正の経

過措置） 

第３条 施行日から令和６年３月31日までの間、第
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２条の規定による改正後の豊島区指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関

する条例（以下この条において「新条例」とい

う。）第３条第３項及び第41条の２（第60条、第

60条の20、第60条の20の３、第60条の38、第81

条、第109条、第129条、第150条、第178条、第

190条及び第203条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、これらの規定中

「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めな

ければ」とし、第32条、第56条、第60条の12

（第60条の20の３において準用する場合を含

む。）、第60条の34、第74条、第101条（第203

条において準用する場合を含む。）、第123条、

第146条、第169条及び第187条の規定の適用につ

いては、これらの規定中「、次に」とあるのは

「、虐待の防止のための措置に関する事項に関す

る規程を定めておくよう努めるとともに、次に」

と、「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待の

防止のための措置に関する事項を除く。）」とす

る。 

２ 施行日から令和６年３月31日までの間、新条例

第33条の２（第60条、第60条の20、第60条の20

の３、第60条の38、第81条、第109条、第129

条、第150条、第178条、第190条及び第203条に
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おいて準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、第33条の２中「講じなければ」とあるの

は「講じるよう努めなければ」と、「実施しなけ

れば」とあるのは「実施するよう努めなければ」

と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努

めるものとする」とする。 

３ 施行日から令和６年３月31日までの間、新条例

第34条第３項（第60条において準用する場合を含

む。）及び第60条の16第２項（第60条の20の

３、第60条の38、第81条、第109条、第129条、

第150条及び第203条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、これらの規定中

「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めな

ければ」とする。 

４ 施行日から令和６年３月31日までの間、新条例

第60条の13第３項（第60条の20の３、第60条の

38、第81条、第109条及び第203条において準用

する場合を含む。）、第124条第３項、第147条第

４項、第170条第３項及び第188条第４項の規定の

適用については、これらの規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講じるよう努めなければ」とす

る。 

５ 施行日以降、当分の間、新条例第181条第１項

第１号ア（イ）の規定に基づき入居定員が10人を
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超えるユニットを整備するユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設は、第152条第１項第３号

アの基準を満たすほか、ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含め

た介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して

職員を配置するよう努めるものとする。 

６ 施行日から令和６年３月31日までの間、新条例

第164条の２（第190条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、第164条の２中

「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなけ

れば」とする。 

７ 施行日から令和６年３月31日までの間、新条例

第164条の３（第190条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、第164条の３中

「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなけ

れば」とする。 

８ 施行日から起算して６月を経過する日までの

間、新条例第176条第１項（第190条において準用

する場合を含む。）の規定の適用については、第

176条第１項中「次の各号に定める措置を講じな

ければ」とあるのは、「第１号から第３号までに

定める措置を講じるとともに、第４号に定める措

置を講じるよう努めなければ」とする。 

９ 施行日から令和６年３月31日までの間、新条例
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第172条第２項第３号（第190条において準用する

場合を含む。）の規定にかかわらず、指定地域密

着型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員に

対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための研修を定期的に実施するとともに、感染

症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的

に実施するよう努めるものとする。 

附 則（令和６年３月27日条例第18号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日（以下「施

行日」という。）から施行する。ただし、次の各

号に掲げる改正規定は、公布の日から施行する。 

(1) 略 

(2) 第2条中豊島区指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備、運営等の基準に関する条例第10条

第2項第2号及び第207条第1項の改正規定 

（豊島区指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備、運営等の基準に関する条例の一部改正の経

過措置） 

第３条 施行日から令和７年３月31日までの間は、

第２条の規定による改正後の豊島区指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に

関する条例（以下この条において「新条例」とい

う。）第35条第３項（新条例第60条、第60条の
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20、第60条の20の３、第60条の38、第81条、第

109条、第129条、第150条、第178条、第190条及

び第203条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、同項中「指定定期巡回・随

時対応型訪問介護事業者は、原則として、重要事

項をウェブサイトに掲載しなければならない。」

とあるのは「削除」とする。 

２ 施行日から令和７年３月31日までの間は、新条

例第93条第７号及び第198条第７号の規定の適用

については、これらの規定中「講じなければ」と

あるのは「講じるよう努めなければ」とする。 

３ 施行日から令和９年３月31日までの間は、新条

例第107条の２（新条例第129条、第150条、第

178条、第190条及び第203条において準用する場

合を含む。）の規定の適用については、新条例第

107条の２中「しなければ」とあるのは「するよ

う努めなければ」とする。 

４ 施行日から令和９年３月31日までの間は、新条

例第173条第１項（新条例第190条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については、同項

中「定めておかなければ」とあるのは「定めてお

くよう努めなければ」とする。 

 

 


